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５ 

 

報告第 ８ 号 

 

   専決処分の報告について 

 

 町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを

報告する。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

  



６ 

 

専決第１３号 

 

   自動車破損に係る損害賠償の額の決定について 

 

 町が管理するおいらせ町立下田中学校敷地において発生した自動車破

損に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処分できる

軽易な事項の指定について（平成１８年９月１１日おいらせ町議会議決）

第１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和 ５ 年１１月 ６ 日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分理由 

 令和５年２月２日に発生した、落雪による自動車破損に係る損害賠償

について、損害賠償の額が確定したため、地方自治法第１８０条第１項

及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について第１号の

規定により専決処分するものである。 



７ 

 

別  紙 

 

 

１ 相手方 

  （請求者）東京都千代田区平河町二丁目７番９号 

全国共済農業協同組合連合会（乙） 

 

２ 事故の概要 

  令和５年２月２日、午後０時３０分頃、おいらせ町立蛇地内のおい

らせ町立下田中学校敷地において、おいらせ町（甲）が管理する体育

館からの落雪により車両の屋根等が破損した。破損した車両の損害賠

償請求権を代位取得した乙から請求があったもの 

 

３ 損害賠償の額 

    ２０２，６１８円 

 

４ 示談の内容 

  甲は乙に対し、本件事故に関する一切の損害賠償として 

 ２０２，６１８円を乙指定口座に支払う。なお、本件示談のほか、 

甲乙間には一切の債権債務関係がないことを確認する。 

 

５ 町の過失割合 

  ７０パーセント  



８ 

 

報告第 ９ 号 

 

   専決処分の報告について 

 

 町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを

報告する。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

  



９ 

 

専決第１４号 

 

   自動車破損に係る損害賠償の額の決定について 

 

 町が管理するおいらせ町立下田中学校敷地において発生した自動車破

損に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処分できる

軽易な事項の指定について（平成１８年９月１１日おいらせ町議会議決）

第１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和 ５ 年１１月 ６ 日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分理由 

 令和５年２月２日に発生した、落雪による自動車破損に係る損害賠償

について、損害賠償の額が確定したため、地方自治法第１８０条第１項

及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について第１号の

規定により専決処分するものである。 



１０ 

 

別  紙 

 

 

１ 相手方 

  （請求者）東京都千代田区平河町二丁目７番９号 

全国共済農業協同組合連合会（乙） 

 

２ 事故の概要 

  令和５年２月２日、午後０時３０分頃、おいらせ町立蛇地内のおい

らせ町立下田中学校敷地において、おいらせ町（甲）が管理する体育

館からの落雪により車両の屋根等が破損した。破損した車両の損害賠

償請求権を代位取得した乙から請求があったもの 

 

３ 損害賠償の額 

    ２１０，５１８円 

 

４ 示談の内容 

  甲は乙に対し、本件事故に関する一切の損害賠償として 

 ２１０，５１８円を乙指定口座に支払う。なお、本件示談のほか、 

甲乙間には一切の債権債務関係がないことを確認する。 

 

５ 町の過失割合 

  ７０パーセント 

  



１１ 

 

報告第１０号 

 

   専決処分の報告について 

 

 町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを

報告する。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

  



１２ 

 

専決第１５号 

 

   自動車破損に係る損害賠償の額の決定について 

 

 町が管理するおいらせ町立下田中学校敷地において発生した自動車破

損に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処分できる

軽易な事項の指定について（平成１８年９月１１日おいらせ町議会議決）

第１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和 ５ 年１１月 ６ 日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分理由 

 令和５年２月２日に発生した、落雪による自動車破損に係る損害賠償

について、損害賠償の額が確定したため、地方自治法第１８０条第１項

及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について第１号の

規定により専決処分するものである。 



１３ 

 

別  紙 

 

 

１ 相手方 

  （請求者）宮城県仙台市青葉区土樋一丁目１０番１２号 

小島智法律事務所（乙） 

 

２ 事故の概要 

  令和５年２月２日、午後０時３０分頃、おいらせ町立蛇地内のおい

らせ町立下田中学校敷地において、おいらせ町（甲）が管理する体育

館からの落雪により車両の屋根等が破損した。破損した車両の損害賠

償請求権を代位取得した乙から請求があったもの 

 

３ 損害賠償の額 

    ２８２，５６７円 

 

４ 示談の内容 

  甲は乙に対し、本件事故に関する一切の損害賠償として 

 ２８２，５６７円を乙指定口座に支払う。なお、本件示談のほか、 

甲乙間には一切の債権債務関係がないことを確認する。 

 

５ 町の過失割合 

  ７０パーセント 

  



１４ 

 

報告第１１号 

 

   専決処分の報告について 

 

 町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを

報告する。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

  



１５ 

 

専決第１６号 

 

   自動車破損に係る損害賠償の額の決定について 

 

 町が管理するおいらせ町立下田中学校敷地において発生した自動車破

損に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処分できる

軽易な事項の指定について（平成１８年９月１１日おいらせ町議会議決）

第１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和 ５ 年１１月 ６ 日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分理由 

 令和５年２月２日に発生した、落雪による自動車破損に係る損害賠償

について、損害賠償の額が確定したため、地方自治法第１８０条第１項

及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について第１号の

規定により専決処分するものである。 



１６ 

 

別  紙 

 

 

１ 相手方 

  （請求者）宮城県仙台市青葉区土樋一丁目１０番１２号 

小島智法律事務所（乙） 

 

２ 事故の概要 

  令和５年２月２日、午後０時３０分頃、おいらせ町立蛇地内のおい

らせ町立下田中学校敷地において、おいらせ町（甲）が管理する体育

館からの落雪により車両の屋根等が破損した。破損した車両の損害賠

償請求権を代位取得した乙から請求があったもの 

 

３ 損害賠償の額 

    ３６１，２００円 

 

４ 示談の内容 

  甲は乙に対し、本件事故に関する一切の損害賠償として 

 ３６１，２００円を乙指定口座に支払う。なお、本件示談のほか、 

甲乙間には一切の債権債務関係がないことを確認する。 

 

５ 町の過失割合 

  ７０パーセント 

  



１７ 

 

議案第５０号 

 

   地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について 

 

 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のと

おり定める。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正に伴い、町関係条

例について所要の整理を行うため提案するものである。  



１８ 

 

   地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （おいらせ町監査委員条例の一部改正） 

第１条 おいらせ町監査委員条例（平成１８年おいらせ町条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

  第４条及び第９条中「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条

の２の８第３項」に改める。 

 （おいらせ町病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 おいらせ町病院事業の設置等に関する条例（平成１８年おいら

せ町条例第１４７号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第

８項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  



１９ 

 

議案第５１号 

 

   おいらせ町公共施設使用料及び減免基準の見直しに伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について 

 

 おいらせ町公共施設使用料及び減免基準の見直しに伴う関係条例の整

備に関する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

おいらせ町公共施設の受益者負担適正化に関する基本方針の策定に

伴い、関係条例について所要の整備を行うため提案するものである。 



２０ 

 

   おいらせ町公共施設使用料及び減免基準の見直しに伴う関係条例

の整備に関する条例 

 （おいらせ町公民館条例の一部改正） 

第１条 おいらせ町公民館条例（平成１８年おいらせ町条例第８６号）

の一部を次のように改正する。 

  第９条を次のように改める。 

  （使用料の減免） 

 第９条 教育委員会は、公益上その他特に必要があると認めるときは、

規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除する

ことができる。 

  別表第１から別表第３までを次のように改める。 

 別表第１（第８条関係） 

  おいらせ町立中央公民館使用料 

区分 単位 使用料 

講堂 1時間 210円 

大広間 1時間 210円 

和室 1号（1階、2

階） 

1時間 210円 

2号（1階） 1時間 210円 

小会議室 1時間 210円 

講習室 1時間 210円 

調理室 1時間 210円 

 別表第２（第８条関係） 

  おいらせ町立北公民館使用料 

区分 単位 使用料 

講堂 1時間 720円 

会議室 1時間 210円 



２１ 

 

礼法室 1時間 210円 

実習室 1時間 210円 

 別表第３（第８条関係） 

  おいらせ町立東公民館使用料 

区分 単位 使用料 

ホール 1時間 720円 

和室A 1時間 210円 

和室B 1時間 210円 

小会議室 1時間 210円 

調理室 1時間 210円 

会議室A 1時間 210円 

会議室B 1時間 210円 

 （おいらせ町民交流センター条例の一部改正） 

第２条 おいらせ町民交流センター条例（平成１８年おいらせ町条例第

８７号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第１項中「から別表第３まで」を「及び別表第２」に改める。 

  第１０条を次のように改める。 

  （使用料の減免） 

 第１０条 教育委員会は、公益上その他特に必要があると認めるとき

は、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除

することができる。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 

 別表第１（第９条関係） 

  おいらせ町民交流センター使用料 



２２ 

 

（１時間当たり） 

 

備考 

１ 利用時間が１時間未満の場合は、１時間とする。 

２ 利用時間には準備及び原状回復の時間も含むものとする。 

３ 子どもは、中学生以下をいう。 

 別表第２（第９条関係） 

  附属設備等使用料 

区分 単位 使用料 

トレーニング器

具 

1回 1人 100円 

各種スポーツ器

具 

1回 1組 100円 

  備考 トレーニング器具利用は、中学生以上とする。ただし、中学

生は保護者同伴とする。 

  別表第３を削る。 

区分 興行に類さないもの 興行又は興

行に類する

もの 

貸切りできな

い場合 

料金徴収無

し 

料金徴収有

り 

子ども 大人 

アリ

ーナ 

全面 2,350円 

 

4,700円 17,620円 50円 

 

100円 

 

半面 1,170円 

 

2,340円 8,770円 

小ホール 3,140円 

 

5,240円 15,710円  

研修室 210円 

 

420円 420円  
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 （おいらせ町いちょう公園体育館条例の一部改正） 

第３条 おいらせ町いちょう公園体育館条例（平成１８年おいらせ町条

例第９７号）の一部を次のように改正する。 

  第９条中「から別表第３まで」を「及び別表第２」に改める。 

  第１０条を次のように改める。 

  （使用料の減免） 

 第１０条 教育委員会は、公益上その他特に必要があると認めるとき

は、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除

することができる。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第９条関係） 

  体育館使用料 

（１時間当たり） 

備考 

区分 興行に類さないもの 興行又は興

行に類する

もの 

貸切りできない

場合 

料金徴収無

し 

料金徴収有

り 

子ども 大人 

競技

場 

全面 2,350円 

 

4,700円 17,620円 50円 

 

100円 

 

半面 1,170円 

 

2,340円 8,770円 

レ ク リ エ

ー シ ョ ン

ホール 

210円 

 

420円 420円  

会議室

（大） 

210円 

 

420円 420円  
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１ 利用時間が１時間未満の場合は、１時間とする。 

２ 利用時間には準備及び原状回復の時間も含むものとする。 

３ 子どもは、中学生以下をいう。 

  別表第２放送装置の項を削る。 

  別表第３を削る。 

 （おいらせ町地域福祉センター条例の一部改正） 

第４条 おいらせ町地域福祉センター条例（平成１８年おいらせ町条例

第１００号）の一部を次のように改正する。 

  第８条を次のように改める。 

  （使用料の減免） 

 第８条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則

で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除すること

ができる。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第７条関係） 

  地域福祉センター使用料 

利用区分 単位 使用料 

集会室 1時間 210円 

 （おいらせ町老人福祉センター条例の一部改正） 

第５条 おいらせ町老人福祉センター条例（平成１８年おいらせ町条例

第１０７号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項を削る。 

  第９条を次のように改める。 

  （使用料の減免） 

 第９条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則

で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除すること

ができる。 

  別表を次のように改める。 
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 別表（第８条関係） 

  老人福祉センター使用料 

利用区分 単位 使用料 

創作活動室 1時間 210円 

栄養指導室 1時間 210円 

教養娯楽室 1時間 210円 

 （おいらせ町保健福祉センター条例の一部改正） 

第６条 おいらせ町保健福祉センター条例（平成１８年おいらせ町条例

第１１５号）の一部を次のように改正する。 

  第８条を次のように改める。 

  （使用料の減免） 

 第８条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則

で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除すること

ができる。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第７条関係） 

  保健福祉センター使用料 

利用区分 単位 使用料 

集団指導室 1時間 210円 

栄養指導実習室 1時間 210円 

 （おいらせ町農村環境改善センター条例の一部改正） 

第７条 おいらせ町農村環境改善センター条例（平成１８年おいらせ町

条例第１２４号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第２項を削る。 

  第１４条を第１５条とし、第１０条から第１３条までを１条ずつ繰

り下げ、第９条の次に次の１条を加える。 

  （使用料の減免） 
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 第１０条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規

則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第９条関係） 

  おいらせ町農村環境改善センター使用料 

区分 単位 使用料 

多目的ホール 1時間 720円 

生活実習室 1時間 210円 

研修室 1時間 210円 

会議室 1時間 210円 

 （おいらせ町いちょう公園バーベキューハウス条例の一部改正） 

第８条 おいらせ町いちょう公園バーベキューハウス条例（平成１８年

おいらせ町条例第１３１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条を次のように改める。 

  （使用料の減免） 

 第７条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則

で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除すること

ができる。 

 （おいらせ町縄文の森イベント広場条例の一部改正） 

第９条 おいらせ町縄文の森イベント広場条例（平成１８年おいらせ町

条例第１３３号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項を削る。 

  第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とし、第９条を第  

１０条とする。 

  第８条中「前条」を「第６条」に改め、同条を第９条とし、第７条

の次に次の１条を加える。 

  （使用料の減免） 
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 第８条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則

で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除すること

ができる。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第７条関係） 

  広場使用料 

（単位：円／１時間当たり） 

区分 一般 興行 

入場料無し 入場料有り 

大屋根ゲートボール場 420 630 1,050 

 （おいらせ町公園条例の一部改正） 

第１０条 おいらせ町公園条例（平成１８年おいらせ町条例第１３７号）

の一部を次のように改正する。 

  第２５条第２項中「別表第４」の次に「から別表第１０まで」を加

える。 

  第３２条を削る。 

  第３１条に次の１項を加える。 

 ２ 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、そ

の徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金

額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。 

  第３１条を第３２条とし、第２６条から第３０条までを１条ずつ繰

り下げ、第２５条の次に次の１条を加える。 

  （運動施設等使用料の減免） 

 第２６条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規

則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

  別表第３下田公園テニスコートの項を削る。 

  別表第４を次のように改める。 
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 別表第４（第２５条関係） 

  いちょう公園テニスコート使用料 

（貸切り）  

区分 料金徴収無し 料金徴収有り 

中学生以下 一般利用 一般利用 

コート 照明使用無し 160円 

／１面 

470 円 

／1 面 

940 円 

／1 面 

照明使用有り 410 円 

／1 面 

780 円 

／1 面 

1,250 円 

／1 面 

テニス器具 100円／１回 

備考 

 １ 使用料の額は、１時間当たりの額とする。（テニス器具を除く。） 

２ テニスコートのコート使用料「中学生以下」は、利用者全員

が中学生以下である場合の料金とする。 

  別表第４の次に次の６表を加える。 

 別表第５（第２５条関係） 

  いちょう公園グラウンド使用料 

（貸切り）  

区分 興行に類さないもの 興行又は興

行に類する

もの 

料金徴収無し 料金徴収有り 

グラウン

ド全面 

照明使用無し 420円 840円 2,100円 

照明使用有り 730円 1,150円 2,410円 

グラウン

ド半面 

照明使用無し 210円 420円 1,050円 

照明使用有り 370円 580円 1,210円 

備考 使用料の額は、１時間当たりの額とする。 

 別表第６（第２５条関係） 
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  いちょう公園野球場使用料 

（貸切り）      

区分 料金徴収無し 料金徴収有り  

野球場 420円 630円 

備考 使用料の額は、１時間当たりの額とする。 

 別表第７（第２５条関係） 

  いちょう公園ローラースケート場使用料 

区分 料金徴収無し 料金徴収有り 

ローラースケート場 無料 無料 

 別表第８（第２５条関係） 

  下田公園野球場使用料 

（貸切り）      

区分 料金徴収無し 料金徴収有り 

野球場 1,050円 1,570円 

備考 使用料の額は、１時間当たりの額とする。 

 別表第９（第２５条関係） 

  下田公園多目的グラウンド使用料 

（貸切り）  

区分 興行に類さないもの 興行又は

興行に類

するもの 

料金徴収無し 料金徴収有り 

グラウン

ド全面 

照明使用無し 420円 840円 2,100円 

照明使用有り 730円 1,150円 2,410円 

グラウン

ド半面 

照明使用無し 210円 420円 1,050円 

照明使用有り 370円 580円 1,210円 

備考 使用料の額は、１時間当たりの額とする。 
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 別表第１０（第２５条関係） 

  下田公園キャンプ場使用料 

 

 

 （おいらせ阿光坊古墳館条例の一部改正） 

第１１条 おいらせ阿光坊古墳館条例（平成２８年おいらせ町条例第 

３０号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条を次のように改める。 

  （使用料の減免） 

 第１１条 教育委員会は、公益上その他特に必要があると認めるとき

は、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除

することができる。 

  別表第２備考を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する  

区分 一般利用 

キャンプ場 500 円／1 張／1 泊 
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議案第５２号 

 

   おいらせ町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

 

 おいらせ町下水道事業の設置等に関する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

令和６年４月１日から、おいらせ町下水道事業の地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）の財務適用が施行されることに伴い、町の運

用について新たに条例を制定するとともに、関係条例を改正するため提

案するものである。 
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  おいらせ町下水道事業の設置等に関する条例 

 （下水道事業の設置） 

第１条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用

水域の水質の保全に資するため、下水道事業（公共下水道事業及び農

業集落排水事業をいう。以下同じ。）を設置する。 

 （法の財務規定等の適用） 

第２条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」とい

う。）第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第  

４０３号）第１条第２項の規定により、下水道事業に法第２条第２項

に規定する財務規定等を適用する。 

 （経営の基本） 

第３条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の

福祉を増進するように運営されなければならない。 

２ 公共下水道事業の排水区域は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第４条第１項に規定する事業計画に定められた区域とする。 

３ 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりと

する。 

名称 位置 処理区域 

おいらせ町古間木山

地区農業集落排水処

理施設 

おいらせ町若葉九丁目

１４０番地５５ 

緑ヶ丘、若葉、青葉

及び住吉地内 

 （重要な資産の取得及び処分） 

第４条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない下

水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価

を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積

価額）が７００万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡

（不動産の信託の場合を除き、土地については、１件５，０００平方

メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権
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の買入れ若しくは譲渡とする。 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第２４３条の２の８第８項の規定により下水道事業の業務に

従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければな

らない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が５万円以上である場合と

する。 

 （会計事務及び決算の処理） 

第６条 法第３４条の２ただし書の規定により、下水道事業の出納その

他の会計事務のうち次に掲げるもの及び決算に係る権限は、会計管理

者に行わせるものとする。 

 (1) 公金の収納又は支払に関する事務 

 (2) 公金の保管に関する事務 

 （議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

第７条 下水道事業の業務に関し法第４０条第２項の規定により条例で

定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目

的物の価額が５０万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害

賠償の額の決定で当該決定に係る金額が２０万円以上のものとする。 

 （業務状況説明書類の作成） 

第８条 町長は、下水道事業に関し、法第４０条の２第１項の規定によ

り、毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状況を説明する

書類を１１月３０日までに、１０月１日から３月３１日までの業務の

状況を説明する書類を５月３１日までに作成しなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載する

とともに、１１月３０日までに作成する書類においては前事業年度の

決算の状況を、５月３１日までに作成する書類においては同日の属す

る事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにし

なければならない。 
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 (1) 事業の概況 

 (2) 経理の状況 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにす

るため町長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に規定する期日までに

同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場

合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければな

らない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （おいらせ町特別会計条例の一部改正） 

２ おいらせ町特別会計条例（平成１８年おいらせ町条例第５１号）の

一部を次のように改正する。 

  第１条中第４号及び第５号を削り、第６号を第４号とする。 

 （おいらせ町農業集落排水処理施設条例の一部改正） 

３ おいらせ町農業集落排水処理施設条例（平成１８年おいらせ町条例

第１４１号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「、農業集落における生活環境の整備及び農地等に係る水

質保全を図るため」及び「を設置し、法令その他特別の定めのあるも

ののほか、施設」を削り、「使用に関し」の次に「、法令その他特別の

定めのあるもののほか、」を加える。 

  第２条を次のように改める。 

 第２条 削除 

  別表を削る。  
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議案第５３号 

 

   おいらせ町下水道事業整備基金条例の制定について 

 

 おいらせ町下水道事業整備基金条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

令和６年４月１日から、おいらせ町下水道事業の地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）の財務適用が施行されることに伴い、下水道

事業に係る基金について新たに条例を制定するとともに、関係条例を廃

止するため提案するものである。 
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   おいらせ町下水道事業整備基金条例 

（設置） 

第１条 おいらせ町下水道事業の整備に要する経費の財源に充てるため、

おいらせ町下水道事業整備基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立額） 

第２条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の下水道事業会計

予算（以下「予算」という。）で定める額の範囲内の額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有

利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に

代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入す

るものとする。 

（繰替運用） 

第５条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方

法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を下水道事業の業務に

係る現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、経済事情の変動等により財源が不足する場合において、

事業の経費及び地方債の償還の財源に充てる場合に限り、その全部又

は一部を処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 



３７ 

 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （おいらせ町公共下水道事業整備基金条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 (1) おいらせ町公共下水道事業整備基金条例（平成１８年おいらせ町

条例第７５号） 

 (2) おいらせ町農業集落排水事業整備基金条例（平成１８年おいらせ

町条例第７６号） 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日までに、おいらせ町公共下水道事業整備

基金条例又はおいらせ町農業集落排水事業整備基金条例の規定によ

り積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例

により積み立てられた基金とみなす。 

  



３８ 

 

議案第５４号 

 

   おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

 おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例（平成１８年おいらせ町

条例第４３号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 青森県人事委員会勧告に準じて、町一般職職員の給料月額並びに期末

手当及び勤勉手当の支給割合を改め、会計年度任用職員に勤勉手当を支

給するため提案するものである。 



３９ 

 

   おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例 

第１条 おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例（平成１８年おい

らせ町条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  第２６条第２項中「期末手当基礎額に」の次に「、６月に支給する

場合には」を、「１００分の１２０」の次に「、１２月に支給する場合

には１００分の１２５」を加え、同条第３項中「１００分の６７．５」」

の次に「と、「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」」を

加える。 

第２９条第２項第１号中「加算した額に」の次に「、６月に支給す

る場合には」を、「１００分の９５」の次に「、１２月に支給する場合

には１００分の１００」を加え、同項第２号中「勤勉手当基礎額に」

の次に「、６月に支給する場合には」を、「１００分の４５」の次に「、

１２月に支給する場合には１００分の４７．５」を加える。 

別表第１から別表第５までを次のように改める。 

 別表第１（第４条関係） 

  行政職給料表 

職員の

区分 

 職務 

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 円 

1 162,100 208,000 240,900 271,600 295,400 323,100 

2 163,200 209,700 242,400 273,200 297,500 325,300 

3 164,400 211,400 243,800 274,700 299,500 327,500 

4 165,500 212,900 245,200 276,300 301,400 329,500 

5 166,600 214,400 246,400 277,800 303,200 331,500 

6 167,700 216,200 248,000 279,500 305,000 333,500 



４０ 

 

7 168,800 217,900 249,500 281,300 306,600 335,400 

8 169,900 219,600 250,900 283,100 308,200 337,300 

9 170,900 221,100 252,000 284,800 309,800 339,200 

10 172,300 222,600 253,400 286,700 312,000 341,200 

11 173,600 224,100 254,900 288,500 314,200 343,200 

12 174,900 225,600 256,200 290,300 316,200 345,200 

13 176,100 226,800 257,500 292,100 318,200 347,000 

14 177,600 228,200 258,700 293,700 320,200 349,000 

15 179,100 229,600 259,900 295,100 322,100 350,900 

16 180,700 231,000 261,100 296,500 324,000 352,800 

17 181,800 232,400 262,300 298,000 325,900 354,500 

18 183,200 234,000 263,600 300,000 327,900 356,500 

19 184,600 235,500 264,900 302,000 329,800 358,300 

20 186,000 236,900 266,200 303,800 331,700 360,200 

21 187,300 238,100 267,600 305,500 333,400 362,100 

22 189,600 239,700 269,100 307,400 335,400 364,000 

23 191,800 241,200 270,700 309,300 337,400 365,900 

24 194,000 242,600 272,200 311,100 339,300 367,800 

25 196,200 243,600 273,800 312,800 340,700 369,700 

26 197,900 245,100 275,500 314,800 342,600 371,600 

27 199,400 246,400 277,100 316,800 344,500 373,500 

28 200,900 247,600 278,700 318,700 346,400 375,400 

29 202,400 248,700 280,300 320,400 348,000 376,900 

30 203,800 249,700 281,800 322,400 349,900 378,700 

31 205,200 250,600 283,300 324,400 351,700 380,500 

32 206,600 251,500 284,800 326,400 353,500 382,100 

33 208,000 252,400 285,900 327,600 355,300 383,800 



４１ 

 

34 209,300 253,300 287,500 329,600 357,100 385,200 

35 210,600 254,100 289,000 331,500 358,800 386,600 

36 211,900 254,900 290,500 333,500 360,500 388,000 

37 213,200 255,600 291,900 335,400 361,900 389,400 

38 214,400 256,700 293,500 337,300 363,200 390,600 

39 215,600 257,900 295,100 339,200 364,500 391,800 

40 216,700 259,000 296,700 341,100 365,900 392,800 

41 217,800 260,200 298,200 342,900 367,000 393,900 

42 218,900 261,400 299,800 344,800 367,900 395,100 

43 219,900 262,500 301,300 346,600 368,900 396,200 

44 220,900 263,600 302,800 348,400 370,000 397,300 

45 221,800 264,700 304,400 349,900 370,800 398,000 

46 222,700 265,800 306,000 351,300 371,700 398,700 

47 223,600 266,900 307,600 352,700 372,600 399,400 

48 224,500 267,900 309,100 354,200 373,400 400,100 

49 225,400 268,900 310,000 355,700 374,200 400,700 

50 226,300 269,900 311,500 356,500 375,000 401,300 

51 227,200 270,900 313,000 357,500 375,800 401,800 

52 228,100 271,800 314,600 358,500 376,500 402,200 

53 228,900 272,700 316,200 359,400 377,200 402,600 

54 229,800 273,600 317,800 360,500 377,900 402,900 

55 230,700 274,500 319,300 361,400 378,600 403,200 

56 231,500 275,400 320,800 362,400 379,300 403,500 

57 231,800 276,300 322,200 363,300 379,800 403,800 

58 232,600 277,200 323,400 364,000 380,400 404,100 

59 233,300 278,100 324,500 364,700 381,000 404,400 

60 233,900 279,000 325,600 365,300 381,700 404,700 



４２ 

 

61 234,500 280,000 326,300 365,700 382,100 405,000 

62 235,200 281,000 327,200 366,300 382,800 405,300 

63 235,800 281,900 328,000 367,000 383,400 405,600 

64 236,300 282,800 328,800 367,700 384,000 405,900 

65 236,800 283,300 329,600 368,000 384,400 406,200 

66 237,300 284,000 330,000 368,700 385,000 406,500 

67 237,800 284,700 330,600 369,400 385,600 406,800 

68 238,400 285,600 331,300 370,000 386,200 407,100 

69 238,900 286,600 332,100 370,300 386,600 407,300 

70 239,400 287,400 332,800 370,900 387,100 407,600 

71 239,900 288,200 333,500 371,600 387,600 407,900 

72 240,400 289,000 334,100 372,200 388,200 408,100 

73 240,900 289,700 334,600 372,500 388,500 408,300 

74 241,400 290,200 335,200 373,100 388,900 408,600 

75 241,800 290,600 335,700 373,800 389,300 408,900 

76 242,300 291,000 336,300 374,400 389,700 409,100 

77 242,800 291,200 336,600 374,800 390,000 409,300 

78 243,300 291,500 337,100 375,300 390,300 409,600 

79 243,800 291,700 337,500 375,900 390,600 409,900 

80 244,300 292,000 337,900 376,400 390,800 410,100 

81 244,700 292,200 338,300 376,900 391,000 410,300 

82 245,200 292,400 338,800 377,500 391,300 410,600 

83 245,600 292,700 339,300 378,000 391,600 410,900 

84 246,000 292,900 339,800 378,300 391,800 411,100 

85 246,400 293,200 340,100 378,700 392,000 411,300 

86 246,800 293,500 340,500 379,200 392,300  

87 247,200 293,800 341,000 379,600 392,600  



４３ 

 

88 247,600 294,100 341,400 380,000 392,800  

89 248,000 294,400 341,700 380,400 393,000  

90 248,500 294,800 342,100 380,900 393,300  

91 248,800 295,100 342,600 381,300 393,600  

92 249,100 295,500 343,000 381,700 393,800  

93 249,400 295,700 343,200 382,000 394,000  

94  295,900 343,600 382,500   

95  296,200 344,100 382,900   

96  296,600 344,500 383,300   

97  296,800 344,700 383,600   

98  297,100 345,100 384,100   

99  297,500 345,500 384,500   

100  297,900 345,800 384,900   

101  298,100 346,100 385,200   

102  298,400 346,500    

103  298,800 346,900    

104  299,100 347,300    

105  299,300 347,800    

106  299,600 348,200    

107  300,000 348,600    

108  300,300 349,000    

109  300,500 349,500    

110  300,900 349,900    

111  301,300 350,200    

112  301,600 350,500    

113  301,800 351,000    

114  302,000     



４４ 

 

  備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただ

し、第３１条、第３１条の２及び第３１条の３に規定する職員を除く。 

 別表第２（第４条関係） 

  医療職給料表（１） 

職員の

区分 

 職務 

の級 

1級 2級 3級 4級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

 円 円 円 円 

1 264,700 346,600 406,900 474,700 

2 267,200 349,600 409,600 477,000 

3 269,600 352,400 412,100 479,200 

4 272,000 355,300 414,700 481,500 

115  302,300     

116  302,700     

117  302,900     

118  303,100     

119  303,400     

120  303,700     

121  304,100     

122  304,300     

123  304,600     

124  304,900     

125  305,200     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

188,700 

円 

216,200 

円 

256,200 

円 

275,600 

円 

290,700 

円 

316,200 



４５ 

 

の職員 5 274,100 357,800 417,100 483,700 

6 277,600 360,800 419,100 485,800 

7 281,100 363,800 420,900 488,000 

8 284,500 366,600 422,800 490,000 

9 288,100 368,700 424,600 491,900 

10 291,600 371,200 427,300 494,000 

11 295,200 373,900 429,800 496,100 

12 298,700 376,400 432,200 498,200 

13 302,200 379,100 434,400 500,300 

14 306,100 382,500 436,900 502,200 

15 310,000 385,500 438,900 504,300 

16 313,600 388,800 441,000 506,400 

17 317,200 391,800 443,000 508,300 

18 320,700 394,400 445,200 510,300 

19 324,200 396,800 447,400 512,300 

20 327,700 399,300 449,500 514,100 

21 331,300 401,900 450,900 515,900 

22 335,000 403,900 453,300 517,700 

23 338,400 405,500 455,600 519,500 

24 341,700 407,100 457,800 521,300 

25 345,000 408,800 459,800 522,900 

26 347,500 411,000 462,100 524,700 

27 350,000 413,100 464,300 526,500 

28 352,300 415,100 466,600 528,300 

29 354,400 417,200 468,700 529,900 

30 356,100 419,300 470,900 531,700 

31 357,800 420,900 473,200 533,500 



４６ 

 

32 359,600 422,600 475,300 535,300 

33 361,500 424,500 477,100 536,900 

34 363,700 426,000 479,200 538,700 

35 365,800 427,800 481,300 540,400 

36 367,800 429,600 483,300 542,100 

37 369,700 431,500 485,400 543,700 

38 371,900 433,500 487,100 545,300 

39 374,000 435,300 488,900 546,700 

40 376,000 437,200 490,700 548,300 

41 378,000 439,000 492,300 549,800 

42 378,700 440,700 494,100 551,200 

43 379,300 442,400 495,900 552,600 

44 380,000 444,200 497,500 553,900 

45 380,900 446,000 498,900 555,100 

46 382,200 447,800 500,600 556,100 

47 383,500 449,500 502,400 557,100 

48 384,800 451,200 504,100 558,100 

49 385,600 452,800 505,600 559,100 

50 386,400 454,500 506,900 560,000 

51 387,200 456,200 508,200 560,900 

52 387,700 457,900 509,500 561,800 

53 388,500 459,800 510,500 562,600 

54 389,300 461,000 511,800 563,500 

55 390,000 462,200 513,100 564,400 

56 390,700 463,400 514,400 565,300 

57 391,400 464,400 515,400 566,200 

58 392,300 465,400 516,200 567,100 



４７ 

 

59 393,000 466,300 517,000 568,000 

60 393,600 467,100 517,800 568,700 

61 394,100 467,900 518,700 569,600 

62 394,600 468,600 519,500 570,500 

63 395,000 469,300 520,400 571,400 

64 395,400 469,900 521,200 572,300 

65 395,700 470,600 522,100 573,200 

66  471,300 523,000  

67  471,900 523,700  

68  472,500 524,600  

69  472,800 525,500  

70  473,400 526,300  

71  474,100 527,200  

72  474,800 528,100  

73  475,200 528,900  

74  475,800 529,800  

75  476,500 530,700  

76  477,200 531,400  

77  477,600 532,200  

78  478,200 533,100  

79  478,800 534,000  

80  479,300 534,900  

81  479,900 535,700  

82  480,400 536,600  

83  480,900 537,500  

84  481,400 538,400  

85  481,800 539,200  



４８ 

 

86  482,400 540,100  

87  482,800 541,000  

88  483,300 541,900  

89  483,800 542,700  

90  484,400   

91  485,000   

92  485,400   

93  485,900   

94  486,500   

95  487,100   

96  487,600   

97  488,100   

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

297,300 

円 

339,700 

円 

394,300 

円 

467,400 

備考 この表は、病院等に勤務する医師で規則で定めるものに適用する。 

 別表第３（第４条関係） 

  医療職給料表（２） 

職員の

区分 

 職務 

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

 円 円 円 円 円 

1 167,200 202,800 236,100 258,800 287,400 

2 168,600 204,400 237,400 259,900 289,200 

3 170,000 205,900 238,700 261,100 291,200 



４９ 

 

員以外

の職員 

4 171,400 207,300 239,900 262,200 293,100 

5 172,700 208,800 241,100 263,400 294,900 

6 174,500 210,000 242,300 264,600 296,900 

7 176,200 211,200 243,400 265,700 298,700 

8 177,800 212,400 244,500 266,700 300,600 

9 179,400 213,800 245,400 267,800 302,400 

10 181,100 215,300 246,500 268,500 304,000 

11 182,700 216,800 247,800 269,200 305,500 

12 184,600 218,300 248,900 270,000 307,100 

13 186,000 219,700 250,200 271,000 308,800 

14 187,800 221,200 251,400 272,000 310,700 

15 189,800 222,700 252,600 273,000 312,700 

16 191,600 224,200 253,800 274,100 314,500 

17 193,500 225,500 254,600 275,300 316,300 

18 194,700 226,800 255,800 276,800 318,200 

19 196,200 228,200 256,900 278,400 320,100 

20 197,600 229,500 258,000 280,000 321,900 

21 198,800 230,600 259,200 281,500 323,700 

22 200,300 231,700 260,000 283,100 325,600 

23 201,700 232,800 260,800 284,700 327,400 

24 203,000 233,900 261,600 286,300 329,300 

25 204,600 235,000 262,500 287,900 331,000 

26 205,600 236,200 263,500 289,400 332,900 

27 206,700 237,400 264,500 290,900 334,800 

28 207,800 238,500 265,500 292,500 336,600 

29 209,000 239,500 266,700 293,800 337,900 

30 210,100 240,800 268,200 295,300 339,700 



５０ 

 

31 211,200 242,200 269,700 296,800 341,400 

32 212,300 243,400 271,000 298,300 343,200 

33 213,700 244,400 272,200 299,800 344,900 

34 215,000 245,700 273,800 301,400 346,700 

35 216,300 246,600 275,300 303,000 348,500 

36 217,500 247,800 276,800 304,600 350,300 

37 218,500 249,000 278,100 305,900 351,900 

38 219,500 250,100 279,500 307,500 353,600 

39 220,500 251,100 280,800 309,000 355,200 

40 221,500 252,100 282,100 310,500 356,800 

41 222,400 253,000 283,200 312,100 358,000 

42 223,200 253,800 284,600 313,700 359,100 

43 224,000 254,600 286,000 315,300 360,300 

44 224,900 255,400 287,300 316,800 361,500 

45 225,800 256,200 288,600 317,700 362,500 

46 226,700 257,400 290,200 319,100 363,300 

47 227,600 258,600 291,700 320,600 364,300 

48 228,500 259,700 293,100 322,200 365,400 

49 229,200 261,000 294,300 323,600 366,400 

50 230,100 262,300 295,800 324,900 367,400 

51 231,000 263,400 297,100 326,100 368,400 

52 231,800 264,400 298,600 327,300 369,300 

53 232,100 265,400 299,900 328,300 370,100 

54 232,900 266,500 301,300 329,300 370,900 

55 233,500 267,600 302,700 330,300 371,800 

56 234,200 268,700 304,000 331,200 372,600 

57 234,800 269,400 305,000 331,700 373,100 



５１ 

 

58 235,400 270,500 306,200 332,600 373,900 

59 235,900 271,600 307,400 333,400 374,700 

60 236,400 272,500 308,800 334,300 375,500 

61 237,000 273,300 310,100 335,000 375,900 

62 237,500 274,300 311,300 335,300 376,600 

63 238,000 275,200 312,500 335,800 377,300 

64 238,600 276,100 313,700 336,400 377,900 

65 239,100 276,900 315,000 337,000 378,300 

66 239,600 277,900 315,800 337,700 378,900 

67 240,200 278,800 316,500 338,400 379,600 

68 240,700 279,700 317,200 339,000 380,200 

69 241,200 280,600 317,800 339,700 380,600 

70 241,700 281,600 318,500 340,200 381,100 

71 242,100 282,700 319,200 340,800 381,600 

72 242,600 283,700 319,800 341,400 382,100 

73 243,100 284,300 320,400 341,700 382,700 

74 243,600 284,800 320,600 342,300 383,200 

75 244,100 285,300 321,100 342,800 383,800 

76 244,600 286,100 321,600 343,300 384,400 

77 244,900 286,900 322,200 343,800 384,900 

78 245,200 287,500 322,700 344,300 385,400 

79 245,500 288,100 323,200 344,800 385,900 

80 245,700 288,600 323,600 345,200 386,400 

81 245,900 289,100 324,200 345,500 386,700 

82 246,200 289,600 324,700 345,800 387,200 

83 246,500 290,000 325,100 346,200 387,600 

84 246,700 290,300 325,600 346,500 388,000 



５２ 

 

85 246,900 290,500 326,100 347,000 388,400 

86  290,700 326,500 347,300 388,900 

87  290,900 326,700 347,600 389,300 

88  291,100 327,000 347,900 389,700 

89  291,500 327,400 348,300 390,100 

90  291,700 327,800 348,600 390,600 

91  291,900 328,200 349,000 391,000 

92  292,100 328,600 349,300 391,400 

93  292,500 328,900 349,700 391,800 

94  292,700 329,100 350,000  

95  292,900 329,500 350,300  

96  293,200 329,800 350,600  

97  293,500 330,000 350,900  

98  293,700 330,300 351,300  

99  293,900 330,600 351,700  

100  294,200 330,900 352,100  

101  294,500 331,100 352,600  

102  294,700 331,400 353,000  

103  294,900 331,800 353,400  

104  295,200 332,000 353,800  

105  295,500 332,200 354,300  

106   332,400   

107   332,800   

108   333,000   

109   333,200   

110   333,600   

111   334,000   



５３ 

 

112   334,400   

113   334,600   

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

189,700 

円 

216,300 

円 

244,500 

円 

257,900 

円 

283,100 

備考 この表は、薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。 

 別表第４（第４条関係） 

  医療職給料表（３） 

職員の

区分 

 職務 

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

1 183,500 211,000 253,600 272,400 293,800 

2 184,900 212,900 255,000 273,300 295,300 

3 186,400 214,900 256,500 274,100 296,900 

4 187,800 216,800 257,900 274,900 298,500 

5 189,300 218,800 259,100 275,400 299,800 

6 190,800 220,600 259,900 276,300 301,500 

7 192,300 222,400 260,700 277,000 303,100 

8 193,800 224,100 261,400 277,900 304,700 

9 195,000 225,800 262,100 278,800 306,300 

10 196,700 227,200 262,800 279,400 307,700 

11 198,300 228,500 263,600 280,300 308,900 

12 199,800 229,400 264,300 281,200 310,200 

13 201,200 230,800 265,100 282,100 311,400 



５４ 

 

14 203,200 231,800 266,000 283,000 313,000 

15 205,300 232,800 266,800 283,900 314,600 

16 207,300 233,700 267,700 284,800 316,200 

17 209,300 234,800 268,200 285,800 317,700 

18 211,300 236,200 269,000 286,800 319,200 

19 213,400 237,600 269,800 287,800 320,700 

20 215,400 238,700 270,600 288,900 322,100 

21 217,300 239,800 271,300 290,200 323,500 

22 219,000 241,400 272,000 291,600 324,900 

23 220,700 243,100 272,700 292,800 326,400 

24 222,400 244,500 273,500 294,000 327,800 

25 223,700 245,700 274,300 295,100 329,200 

26 225,000 247,000 275,000 296,500 330,600 

27 226,100 248,400 275,800 297,900 332,000 

28 227,100 249,700 276,600 299,300 333,400 

29 228,200 251,100 277,600 300,300 334,500 

30 229,000 252,100 278,700 301,600 336,000 

31 229,800 252,900 280,100 302,900 337,400 

32 230,500 253,600 281,300 304,100 338,900 

33 231,600 254,400 282,500 305,300 340,400 

34 232,800 255,300 283,800 306,700 341,900 

35 233,900 256,200 284,900 308,100 343,400 

36 234,900 256,900 286,100 309,500 344,900 

37 235,900 257,600 287,500 310,800 346,500 

38 237,200 258,500 288,600 312,100 348,100 

39 238,500 259,400 289,700 313,500 349,600 

40 239,700 260,300 290,700 314,900 351,100 



５５ 

 

41 240,500 260,700 291,700 316,400 352,300 

42 241,500 261,500 292,900 317,800 353,800 

43 242,500 262,300 294,100 319,200 355,300 

44 243,500 263,000 295,300 320,500 356,700 

45 244,500 263,700 296,400 321,300 358,100 

46 245,500 264,400 297,700 322,700 359,100 

47 246,400 265,100 299,000 324,100 360,500 

48 247,200 265,800 300,200 325,600 361,800 

49 248,000 266,500 301,300 326,700 363,100 

50 248,900 267,300 302,500 328,000 364,500 

51 249,800 268,000 303,700 329,300 365,800 

52 250,600 268,900 305,000 330,600 367,100 

53 251,200 269,800 306,400 331,900 368,600 

54 252,100 270,900 307,700 333,200 369,800 

55 253,000 272,000 309,000 334,500 370,900 

56 253,800 273,200 310,200 335,800 372,100 

57 254,500 274,400 311,000 336,700 373,200 

58 255,400 275,800 312,200 338,000 374,100 

59 256,000 277,100 313,400 339,200 375,100 

60 256,800 278,400 314,800 340,500 376,000 

61 257,500 279,600 315,900 341,500 376,600 

62 258,200 280,800 317,200 342,400 377,400 

63 258,900 281,900 318,400 343,500 378,200 

64 259,600 283,000 319,600 344,700 379,000 

65 260,200 284,000 320,800 345,800 379,700 

66 260,900 285,200 322,100 347,000 380,400 

67 261,500 286,400 323,300 348,200 381,200 



５６ 

 

68 262,100 287,400 324,500 349,200 381,900 

69 262,700 288,400 325,200 350,200 382,500 

70 263,300 289,800 326,300 351,200 383,100 

71 264,100 291,100 327,400 352,300 383,800 

72 264,900 292,300 328,300 353,400 384,400 

73 266,100 293,300 329,400 354,200 385,100 

74 267,200 294,600 330,100 355,300 385,600 

75 268,200 295,800 331,200 356,400 386,200 

76 269,200 297,000 332,300 357,400 386,700 

77 270,100 298,300 333,400 358,100 387,100 

78 271,000 299,500 334,600 358,900 387,700 

79 271,900 300,700 335,700 359,700 388,200 

80 272,800 301,900 336,800 360,400 388,500 

81 273,600 302,400 337,900 361,000 388,800 

82 274,500 303,600 339,000 361,500 389,300 

83 275,400 304,700 340,000 362,100 389,700 

84 276,000 305,800 341,100 362,600 390,000 

85 276,700 306,900 342,000 363,200 390,300 

86 277,400 308,100 343,000 363,700 390,800 

87 278,100 309,300 343,900 364,300 391,300 

88 278,800 310,400 344,900 364,800 391,700 

89 279,600 311,500 345,800 365,200 392,000 

90 280,400 312,700 346,600 365,600 392,400 

91 281,200 313,900 347,400 366,200 392,900 

92 282,000 315,000 348,200 366,700 393,300 

93 282,800 315,800 348,800 367,000 393,700 

94 283,800 316,500 349,400 367,500  



５７ 

 

95 284,700 317,200 350,100 367,900  

96 285,600 317,800 350,700 368,200  

97 286,200 318,300 351,100 368,800  

98 286,800 318,600 351,500 369,300  

99 287,400 319,200 352,000 369,800  

100 288,300 319,800 352,400 370,300  

101 289,100 320,200 352,900 370,900  

102 289,900 320,800 353,300 371,400  

103 290,700 321,400 353,800 371,900  

104 291,500 321,900 354,200 372,300  

105 292,100 322,300 354,500 372,900  

106 292,600 322,800 355,000 373,400  

107 293,100 323,300 355,400 373,900  

108 293,500 323,800 355,700 374,400  

109 293,700 324,200 356,200 375,000  

110 294,000 324,600 356,700 375,400  

111 294,200 324,900 357,200 375,900  

112 294,500 325,200 357,700 376,400  

113 294,800 325,500 358,200 377,000  

114 295,000 325,900 358,700   

115 295,300 326,300 359,200   

116 295,500 326,600 359,600   

117 295,800 326,800 360,000   

118 296,100 327,100 360,400   

119 296,400 327,500 360,900   

120 296,700 327,700 361,400   

121 297,000 327,900 361,800   



５８ 

 

122 297,400 328,200 362,300   

123 297,700 328,500 362,800   

124 298,100 328,800 363,300   

125 298,300 329,000 363,600   

126 298,500 329,300    

127 298,800 329,700    

128 299,200 329,900    

129 299,400 330,100    

130 299,700 330,300    

131 300,100 330,700    

132 300,500 330,900    

133 300,700 331,200    

134 301,000 331,600    

135 301,400 332,000    

136 301,700 332,400    

137 301,900 332,700    

138 302,200 333,100    

139 302,600 333,500    

140 302,900 333,900    

141 303,100 334,200    

142 303,500 334,600    

143 303,900 334,900    

144 304,200 335,300    

145 304,400 335,600    

146 304,600 336,000    

147 304,900 336,400    

148 305,300 336,800    



５９ 

 

149 305,500 337,100    

150 305,700 337,500    

151 306,000 337,900    

152 306,300 338,300    

153 306,700 338,600    

154 306,900     

155 307,100     

156 307,400     

157 307,700     

158 308,000     

159 308,300     

160 308,600     

161 309,000     

162 309,300     

163 309,600     

164 309,900     

165 310,300     

166 310,600     

167 310,900     

168 311,200     

169 311,600     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員  

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

236,100 

円 

256,400 

円 

263,600 

円 

273,800 

円 

290,100 

備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるもの

に適用する。 
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別表第５（第４条関係） 

  教育職給料表 

職員の

区分 

 職務 

の級 

1級 2級 3級 4級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 

1 177,200 193,400 303,200 408,500 

2 178,700 195,500 305,800 410,000 

3 180,300 197,600 308,600 411,500 

4 181,800 199,800 311,000 412,900 

5 183,400 201,900 313,300 414,200 

6 185,300 204,000 315,400 415,600 

7 187,100 206,100 317,500 417,000 

8 189,000 208,200 319,600 418,400 

9 190,700 210,400 321,600 419,800 

10 192,800 212,800 323,800 421,200 

11 194,800 215,100 326,100 422,600 

12 196,800 217,300 328,400 423,900 

13 198,800 219,700 330,600 425,200 

14 200,900 221,400 332,400 426,600 

15 203,000 222,900 334,200 428,000 

16 205,100 224,400 335,900 429,400 

17 207,300 226,100 337,600 430,600 

18 209,400 227,400 339,600 431,900 

19 211,600 228,600 341,600 433,100 

20 213,500 229,900 343,600 434,400 

21 215,700 231,600 345,600 435,500 



６１ 

 

22 217,300 233,300 347,200 436,700 

23 218,800 235,000 348,800 438,000 

24 220,300 236,600 350,300 439,300 

25 221,800 238,100 351,800 440,600 

26 222,900 240,100 353,600 441,800 

27 224,000 242,000 355,300 442,800 

28 225,200 243,900 357,000 443,900 

29 226,700 245,600 358,600 445,100 

30 228,200 248,000 360,200 445,900 

31 229,700 250,400 361,800 446,700 

32 231,200 252,800 363,300 447,600 

33 232,500 255,200 364,600 448,500 

34 234,100 257,600 366,100 449,000 

35 235,800 259,900 367,600 449,500 

36 237,200 262,100 369,300 450,000 

37 238,500 264,300 371,000 450,500 

38 239,900 266,500 372,500  

39 241,300 268,900 373,800  

40 242,700 271,000 375,200  

41 244,000 273,300 376,300  

42 245,300 275,600 377,700  

43 246,500 277,800 379,100  

44 247,800 279,900 380,600  

45 249,100 282,000 382,000  

46 250,400 284,200 383,600  

47 251,600 286,300 385,100  

48 252,700 288,200 386,600  



６２ 

 

49 253,800 290,300 387,900  

50 255,100 292,000 389,400  

51 256,400 293,800 390,800  

52 257,400 295,500 392,100  

53 258,500 296,800 393,300  

54 259,900 298,800 394,600  

55 260,900 300,700 395,700  

56 261,900 302,700 396,800  

57 262,900 304,700 398,000  

58 263,900 306,800 399,200  

59 264,900 309,000 400,400  

60 265,900 311,200 401,600  

61 266,800 313,300 402,700  

62 267,500 315,600 403,700  

63 268,200 317,800 405,000  

64 268,800 319,900 406,200  

65 269,500 322,000 407,400  

66 270,700 323,500 408,500  

67 271,800 325,000 409,600  

68 272,900 326,500 410,700  

69 274,200 328,200 411,700  

70 275,600 330,200 412,900  

71 276,800 332,200 414,100  

72 278,000 334,100 415,300  

73 278,800 335,900 415,900  

74 279,700 337,900 416,700  

75 280,700 339,800 417,400  
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76 281,700 341,700 417,900  

77 282,600 343,400 418,200  

78 283,600 345,200 418,600  

79 284,700 346,900 419,000  

80 285,500 348,600 419,400  

81 286,300 350,400 419,700  

82 287,100 352,100 420,100  

83 287,900 353,500 420,500  

84 288,700 355,100 420,800  

85 289,600 356,300 421,100  

86 290,400 357,900 421,500  

87 291,100 359,400 421,900  

88 291,900 360,900 422,200  

89 292,800 362,200 422,500  

90 293,700 363,500 422,800  

91 294,600 364,800 423,100  

92 295,300 366,200 423,300  

93 295,600 367,600 423,500  

94 296,300 368,900   

95 297,000 370,100   

96 297,700 371,200   

97 298,400 372,200   

98 299,200 373,200   

99 300,000 374,200   

100 300,700 375,100   

101 301,400 375,900   

102 301,800 376,900   



６４ 

 

103 302,200 377,800   

104 302,600 378,700   

105 302,800 379,500   

106 303,100 380,400   

107 303,400 381,300   

108 303,600 382,200   

109 303,800 383,000   

110 304,000 384,000   

111 304,300 384,900   

112 304,600 385,800   

113 304,800 386,400   

114 305,000 387,300   

115 305,200 388,200   

116 305,500 389,100   

117 305,800 389,900   

118 306,000 390,600   

119 306,300 391,400   

120 306,600 392,200   

121 306,800 392,800   

122 307,000 393,600   

123 307,200 394,300   

124 307,500 395,000   

125 307,800 395,600   

126  396,300   

127  396,800   

128  397,400   

129  398,100   



６５ 

 

130  398,700   

131  399,200   

132  399,700   

133  400,000   

134  400,300   

135  400,600   

136  400,900   

137  401,200   

138  401,500   

139  401,800   

140  402,100   

141  402,400   

142  402,700   

143  403,000   

144  403,300   

145  403,500   

146  403,800   

147  404,100   

148  404,300   

149  404,500   

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

226,200 

円 

272,100 

円 

325,500 

円 

406,600 

  備考 

   (1) この表は、教育委員会に勤務する職員で市町村立の小学校又は中学校の
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校長、教頭又は教諭から任命されたものに適用する。 

   (2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員の給

料月額は、この表の額に７,５００円をそれぞれ加算した額とする。 

第２条 おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

  第２６条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２０、

１２月に支給する場合には１００分の１２５」を「１００分の１２２．

５」に改め、同条第３項中「１００分の１２０」を「１００分の    

１２２．５」に、「１００分の６７．５」と、「１００分の１２５」と

あるのは「１００分の７０」を「１００分の６８．７５」に改める。 

第２９条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の 

９５、１２月に支給する場合には１００分の１００」を「１００分の

９７．５」に改め、同項第２号中「、６月に支給する場合には１００

分の４５、１２月に支給する場合には１００分の４７．５」を   

「１００分の４６．２５」に改める。 

第３１条の２及び第３１条の３中「及び期末手当」を「、期末手当

及び勤勉手当」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び附則第６

項の規定は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後のおいらせ町一般職の職員の給与に関す

る条例（以下「改正後の給与条例」という。）の規定は、令和５年４月

１日から適用する。 

（令和５年４月１日前の異動者の号給の調整） 

３ 令和５年４月１日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の

定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同

日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権
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衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必

要な調整を行うことができる。 

（給与の内払） 

４ 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による

改正前のおいらせ町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づ

いて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払と

みなす。 

（規則への委任） 

５ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

（おいらせ町職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

６ おいらせ町職員の育児休業等に関する条例（平成１８年おいらせ町

条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第２項中「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員を除く。）」を削る。  
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議案第５５号 

 

   おいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する

条例について 

 

 おいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例（平成１８年おいらせ

町条例第４１号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 青森県人事委員会勧告に準じて行う町一般職職員の期末手当及び勤勉

手当支給割合の改定に鑑みて、町長、副町長及び教育長の期末手当の支

給割合を改めるため提案するものである。 



６９ 

 

   おいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する

条例 

第１条 おいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例（平成１８年お

いらせ町条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中「１００分の１２０」を「１００分の１２５」に、

「１００分の１６２．５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

第２条 おいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

  第７条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２２．５」

に、「１００分の１６７．５」を「１００分の１６５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後のおいらせ町特別職の職員の給料等に関

する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和５年１２月

１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正

前のおいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づい

て支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払

とみなす。  
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議案第５６号 

 

   おいらせ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成

１８年おいらせ町条例第３７号）の一部を改正する条例を別紙のとおり

定める。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 町特別職の期末手当支給割合の改定に準じて、町議会議員の期末手当

の支給割合を改めるため提案するものである。 



７１ 

 

   おいらせ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例 

第１条 おいらせ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

（平成１８年おいらせ町条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６７．

５」に改める。 

第２条 おいらせ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６５」

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後のおいらせ町議会の議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、

令和５年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正

前のおいらせ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による

期末手当の内払とみなす。 

  



７２ 

 

議案第５７号 

 

   おいらせ町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

 おいらせ町職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１８年おいらせ町

条例第４６号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

職員の特殊勤務手当のうち、防疫等作業手当について、県の取り扱い

に準じ、家畜伝染病の防疫作業において心身に著しい負担を与えると認

められる作業に従事した場合の支給限度額を引き上げるため、提案する

ものである。  



７３ 

 

 

   おいらせ町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例 

 おいらせ町職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１８年おいらせ町

条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「防疫等作業手当」を「感染症等防疫作業手当」に改める。 

 第３条の見出しを「（感染症等防疫作業手当）」に改め、同条第１項を

次のように改める。 

  感染症等防疫作業手当は、次に揚げる場合に支給する。 

 (1) 職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成１０年法律第１１４号）第６条第２項から第４項に定める

感染症及び町長がこれらに相当すると認める感染症（以下「感染症」

という。）が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染

症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者の救護又は感染

症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作

業に従事したとき。 

 (2) 職員が、家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第２条

に定める家畜伝染病（以下「家畜伝染病」という。）が発生し、又は

発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病菌を有する家

畜又は家畜伝染病の病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

に従事したとき。 

 第３条第２項中「２１０円とする」を「６００円の範囲内で規則で定

める」に改める。 

 附則第３項（見出しを含む。）中「防疫等作業手当」を「感染症等防疫

作業手当」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  



７４ 

 

議案第５８号 

 

   おいらせ町甲洋・下田小学校区子育て世代定住助成金交付条例の

一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町甲洋・下田小学校区子育て世代定住助成金交付条例（令和

３年おいらせ町条例第１号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定め

る。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

本条例による制度が令和６年３月３１日をもって失効することから、

その効力を３年間延長し、引き続き定住助成金を交付するため提案する

ものである。 



７５ 

 

   おいらせ町甲洋・下田小学校区子育て世代定住助成金交付条例の

一部を改正する条例 

 おいらせ町甲洋・下田小学校区子育て世代定住助成金交付条例（令和

３年おいらせ町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  



７６ 

 

議案第５９号 

 

   おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町国民健康保険税条例（平成１８年おいらせ町条例第５６号）

の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法

等の一部を改正する法律（令和５年法律第３１号）による、国民健康保

険法及び地方税法の一部改正等に伴い、産前産後期間における保険税の

減額制度が創設され、令和６年１月１日から施行となることから、所要

の改正を行うため提案するものである。 



７７ 

 

   おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町国民健康保険税条例（平成１８年おいらせ町条例第５６号）

の一部を次のように改正する。 

 第１４条第１項中「（昭和２５年政令第２４５号」の次に「。以下「令」

という。」を加える。 

 第１８条第１項中「（昭和２９年総理府令第２３号」の次に「。以下「施

行規則」という。」を加える。 

第２３条に次の１項を加える。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に令第５６条の８９第４項に規

定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合に

おける当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割

額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額とする。 

 (1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該

出産被保険者につき第３条の規定により算定した所得割額の１２分

の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（施行規則第２４条

の３０の５に定める場合には、出産の日。以下同じ。）の属する月（以

下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）

から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 (2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 当該出産被保険者につき第５条の規定により算定した被保険者

均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 



７８ 

 

 (3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額 当該出産被保険者につき第６条の規定により算定した所

得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 (4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第７条の２の規定によ

り算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額 

 (5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 

   当該出産被保険者につき第８条の規定により算定した所得割額の

１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

 (6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者

均等割額 当該出産被保険者につき第９条の２の規定により算定し

た被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした

場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

 第２４条の２第２項第１号中「及び」の次に「個人番号（」を、「個人

番号」の次に「をいう。以下同じ。）」を加える。 

 第２４条の３の次に次の１条を加える。 

 （出産被保険者に係る届出） 

第２４条の４ 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に

属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなけ

ればならない。 

 (1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 



７９ 

 

 (2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

 (3) 出産の予定日 

 (4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

 (5) その他町長が必要と認める事項 

２ 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を

添えなければならない。 

 (1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類 

 (2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類 

 (3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者

と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前

から行うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、町長が、当該出産被保険者について同

項各号に掲げる事項及び第２項各号に掲げる書類において明らかに

すべき事項を確認することができる場合は、第１項の規定による届出

を省略させることができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後のおいらせ町国民健康保険税条例の規定は、

令和５年度分の国民健康保険税のうち令和６年１月以後の期間に係

るもの及び令和６年度以後の年度分の国民健康保険税について適用

し、令和５年度分の国民健康保険税のうち令和５年１２月以前の期間

に係るもの及び令和４年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 

  



８０ 

 

議案第６０号 

 

   おいらせ町印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町印鑑条例（平成１８年おいらせ町条例第１２号）の一部を

改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関す

る法律（平成１４年法律第１５３号）の改正に伴い、コンビニ交付サー

ビスにおけるスマートフォン用電子証明書の利用による印鑑登録証明書

の交付に対応するため、提案するものである。 



８１ 

 

   おいらせ町印鑑条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町印鑑条例（平成１８年おいらせ町条例第１２号）の一部を

次のように改正する。 

 第１３条の２中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利

用者証明用電子証明書」に改め、「限る。）」の次に「又は移動端末設備（電

気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条の２第４項第２号ロ

に規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報シ

ステム機構の認証業務に関する法律第３５条の２第１項に規定する移動

端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。）」を

加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  



８２ 

 

議案第６１号 

 

   おいらせ町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例について 

 

おいらせ町子ども医療費助成条例（平成２３年おいらせ町条例第２号）

の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  

  

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 子ども医療費の給付対象者について、対象年齢を中学校卒業までと

していたものを、令和６年４月診療分より高校卒業相当年齢まで拡充

するため提案するものである。 



８３ 

 

   おいらせ町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例 

おいらせ町子ども医療費助成条例（平成２３年おいらせ町条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「１５歳に達する日後」を「１８歳に達する日以後」

に改め、同条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、子どもに保護者がない場合は、当該子ども本人をいう。 

 第７条第２項中「及び前条第３号に規定する子ども医療費」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  



８４ 

 

議案第６２号 

 

   おいらせ町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町道路占用料徴収条例（平成１８年おいらせ町条例第１４３

号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）及び道路法施行令（昭和２７年

政令第４７９号）の一部改正に伴い、道路占用料に係る所要の改正を行

うため提案するものである。



８５ 

 

   おいらせ町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町道路占用料徴収条例（平成１８年おいらせ町条例第１４３

号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

占用物件 単位 占用料（円） 

法第32条第

1項第1号に

掲げる工作

物 

第1種電柱 1本につき1年 480 

第2種電柱 730 

第3種電柱 990 

第1種電話柱 430 

第2種電話柱 680 

第3種電話柱 940 

その他の柱類 43 

共架電線その他上空に設ける線

類 

長さ1メートル

につき1年 

4 

地下に設ける電線その他の線類 3 

路上に設ける変圧器 1個につき1年 420 

地下に設ける変圧器 占用面積1平方

メートルにつ

き1年 

260 

変圧塔その他これに類するもの

及び公衆電話所 

1個につき1年 850 

郵便差出箱及び信書便差出箱 360 

広告塔 表示面積1平方

メートルにつ

き1年 

870 

その他のもの 占用面積1平方 850 



８６ 

 

メートルにつ

き1年 

法第32条第

1項第2号に

掲げる物件 

外径が0.07メートル未満のもの 長さ1メートル

につき1年 

18 

外径が0.07メートル以上0.1メー

トル未満のもの 

26 

外径が0.1メートル以上0.15メー

トル未満のもの 

38 

外径が0.15メートル以上0.2メー

トル未満のもの 

51 

外径が0.2メートル以上0.3メー

トル未満のもの 

77 

外径が0.3メートル以上0.4メー

トル未満のもの 

100 

外径が0.4メートル以上0.7メー

トル未満のもの 

180 

外径が0.7メートル以上1.0メー

トル未満のもの 

260 

外径が1.0メートル以上のもの 510 

法第32条第

1項第3号に

掲げる施設 

自動

運行

補助

施設 

法第2条第2項

第5号に規定

する自動運行

装置による検

知の対象とし

て設置する導

線その他の線

類 

 

地下に設ける

もの 

長さ1メートル

につき1年 

3 

その他のもの 9 



８７ 

 

道路の構造又は交通の状況

を表示する標示柱その他の

柱類 

1本につき1年 680 

その他のもの 上空に設ける

もの 

占用面積1平方

メートルにつ

き1年 

430 

地下に設ける

もの 

260 

その他のもの 850 

法第32条第1項第4号に掲げる施設 占用面積1平方

メートルにつ

き1年 

850 

法第32条第

1項第5号に

掲げる施設 

地下街及び地下室 階数が1のも

の 

Aに0.004を乗じて得た額 

階数が2のも

の 

Aに0.006を乗じて得た額 

階数が3以上

のもの 

Aに0.007を乗じて得た額 

上空に設ける通路 430 

地下に設ける通路 260 

その他のもの 850 

法第32条第

1項第6号に

掲げる施設 

祭礼、縁日その他の催しに際

し、一時的に設けるもの 

占用面積1平方

メートルにつ

き1日 

9 

その他のもの 占用面積1平方

メートルにつ

き1箇月 

87 

令第7条第1

号に掲げる

物件 

看板（アーチであ

るものを除く。） 

一時的に設け

るもの 

表示面積1平方

メートルにつ

き1箇月 

87 
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その他のもの 表示面積1平方

メートルにつ

き1年 

870 

標識 1本につき1年 680 

旗ざお 祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

に設けるもの 

1本につき1日 9 

その他のもの 1本につき1箇

月 

87 

幕（令第7条第4号

に掲げる工事用施

設であるものを除

く。） 

祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

に設けるもの 

その面積1平方

メートルにつ

き1日 

9 

その他のもの その面積1平方

メートルにつ

き1箇月 

87 

アーチ 車道を横断す

るもの 

1基につき1箇

月 

870 

その他のもの 430 

令第7条第2号に掲げる工作物 占用面積1平方

メートルにつ

き1年 

850 

令第7条第3号に掲げる施設 Aに0.031を乗じて得た額 

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条

第5号に掲げる工事用材料 

占用面積1平方

メートルにつ

き1箇月 

87 

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条

第7号に掲げる施設 

85 
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令第7条第8

号に掲げる

施設 

トンネルの上又は高架の道路の

路面下に設けるもの 

専用面積1平方

メートルにつ

き1年 

Aに0.014を乗じて得た額 

上空に設けるもの Aに0.017を乗じて得た額 

地下（トンネルの

上の地下を除

く。）に設けるも

の 

階数が1のも

の 

Aに0.004を乗じて得た額 

階数が2のも

の 

Aに0.006を乗じて得た額 

階数が3以上

のもの 

Aに0.007を乗じて得た額 

その他のもの Aに0.025を乗じて得た額 

令第7条第9

号に掲げる

施設 

建築物 占用面積1平方

メートルにつ

き1年 

Aに0.019を乗じて得た額 

その他のもの Aに0.014を乗じて得た額 

令第7条第

10号に掲げ

る施設及び

自動車駐車

場 

建築物 占用面積1平方

メートルにつ

き1年 

Aに0.022を乗じて得た額 

その他のもの Aに0.014を乗じて得た額 

令第7条第

11号に掲げ

る応急仮設

建築物 

トンネルの上又は高架の道路の

路面下に設けるもの 

占用面積1平方

メートルにつ

き1年 

Aに0.019を乗じて得た額 

上空に設けるもの Aに0.022を乗じて得た額 

その他のもの Aに0.031を乗じて得た額 

令第7条第12号に掲げる器具 占用面積1平方

メートルにつ

き1年 

 

 

Aに0.025を乗じて得た額 
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令第7条第

13号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高速自動車国

道若しくは自動車専用道路（高

架のものに限る。）の路面下に設

けるもの 

占用面積1平方

メートルにつ

き1年 

Aに0.019を乗じて得た額 

上空に設けるもの Aに0.022を乗じて得た額 

その他のもの Aに0.031を乗じて得た額 

令第7条第14号に掲げる施設 Aに0.031を乗じて得た額 

備考 

1 令とは、道路法施行令（昭和27年政令第479号）をいう。 

2 第1種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のうち

3条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項におい

て同じ。）を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持

するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうもの

とする。 

3 第1種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持す

る柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち3条以下の電線（当該電話

柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。）を支持するも

のを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種

電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設

置する電線をいうものとする。 

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 

6 Aは、近傍類似の土地の地方税法（昭和25年法律第226号）第380条の規定により当

町に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された価格を表すものとする。 

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若

しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メ

ートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、0.01平方メートル又は0.01
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メートルとして計算するものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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議案第６３号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定

により、別紙のとおり財産を無償譲渡することについて、議会の議決を

求める。 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 町が二川目地区及び豊栄地区に整備した光ファイバケーブル設備及び

付属設備を、東日本電信電話株式会社宮城事業部に無償譲渡するため、

提案するものである。 
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別 紙 

 

１ 譲渡する財産 

  （設備）おいらせ町地域情報通信基盤整備事業で構築した光ファイ

バケーブル設備及び付属設備 

  （地区）おいらせ町二川目地区及び豊栄地区 

 

２ 譲渡の相手方 

   宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 

   東日本電信電話株式会社 宮城事業部 

   執行役員 宮城事業部長 須藤 博史 

 

３ 譲渡の予定時期 

   令和６年３月３１日 

 

 

４ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

光ファイバ幹線ルート 
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議案第６４号 

 

令和５年度おいらせ町一般会計補正予算（第５号）について 

 

令和５年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４１２，４９８千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，６０３，７５４

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の追加及び廃止は、「第２表継続費補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加は、「第３表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第４条 債務負担行為の追加は、「第４表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第５条 地方債の追加は、「第５表地方債補正」による。 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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１
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１０３ 

 

議案第６５号 

 

令和５年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について 

 

令和５年度おいらせ町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定め

るところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０，５１８千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，２７５，４７５千

円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 



 

 

 

１
０
４

 

 

  



 

 

 

１
０
５

 

 
  



 

１０６ 

 

議案第６６号 

 

令和５年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 

令和５年度おいらせ町の公共下水道事業特別会計補正予算は、次に定

めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８２１千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０５３，８２１千円

とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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１
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１
０
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１１０ 

 

議案第６７号 

 

令和５年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）について 

 

令和５年度おいらせ町の農業集落排水事業特別会計補正予算は、次に

定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９８４千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４０，９５０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 



 

 

 

１
１
１

 

 

 

  



 

 

 

１
１
２

 

 

  



 

１１３ 

 

議案第６８号 

 

   令和５年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

 

令和５年度おいらせ町の介護保険特別会計補正予算は、次に定めると

ころによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，２２６千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，５２０，９０２千円

とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 



 

 

 

１
１
４

 

 

  



 

 

 

１
１
５

  

  



 

１１６ 

 

議案第６９号 

 

   令和５年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 

 

令和５年度おいらせ町の後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定

めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７８，４０５千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

  



 

 

 

１
１
７

 

 

 

 

  



 

 

 

１
１
８

 

 

 

 



 

１１９ 

 

 

議案第７０号 

 

令和５年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第３号）について 

 

第１条 令和５年度おいらせ町病院事業会計の補正予算は、次に定め

るところによる。 

 

第２条  令和５年度おいらせ町病院事業会計予算（以下「予算」とい

う。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正

する。 

 

（科  目）     （既決予定額）   （補正予定額）     （ 計 ） 

収   入 

 第１款 事業収益   1,123,495 千円   △13,623 千円   1,109,872 千円 

  第１項 医業収益   993,593 千円   △13,623 千円    979,970 千円 

 

支   出 

第１款  事業費用      1,123,495 千円  △13,623 千円  1,109,872 千円 

第１項 医業費用    1,114,827 千円    △13,623 千円    1,101,204 千円 

 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目）   （既決予定額）    （補正予定額）       （ 計 ） 

（１）職員給与費        556,745 千円     △18,925 千円     537,820 千円 

 

 

  令和 ５ 年１２月 ７ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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令和５年 第４回おいらせ町議会定例会議案書 添付参考資料 

№ 内  容 頁 

1 議案第 50 号関係 

地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について 

(1) おいらせ町監査委員条例 新旧対照表（抜粋） 

(2) おいらせ町病院事業の設置等に関する条例 新旧対照表

（抜粋） 

122 

2 議案第 51 号関係 

おいらせ町公共施設使用料及び減免基準の見直しに伴う関係

条例の整備に関する条例の制定について 

(1) おいらせ町公民館条例 新旧対照表（抜粋） 

(2) おいらせ町民交流センター条例 新旧対照表（抜粋） 

(3) おいらせ町いちょう公園体育館条例 新旧対照表（抜粋） 

(4) おいらせ町地域福祉センター条例 新旧対照表（抜粋） 

(5) おいらせ町老人福祉センター条例 新旧対照表（抜粋） 

(6) おいらせ町保健福祉センター条例 新旧対照表（抜粋） 

(7) おいらせ町農村環境改善センター条例 新旧対照表（抜粋） 

(8) おいらせ町いちょう公園バーベキューハウス条例 新旧対

照表（抜粋） 

(9) おいらせ町縄文の森イベント広場条例 新旧対照表（抜粋） 

(10) おいらせ町公園条例 新旧対照表（抜粋） 

(11) おいらせ阿光坊古墳館条例 新旧対照表（抜粋） 

123 

3 議案第 52 号関係 

おいらせ町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

(1) おいらせ町特別会計条例 新旧対照表（抜粋） 

(2) おいらせ町農業集落排水処理施設条例 新旧対照表（抜

粋） 

139 

4 議案第 54 号関係 

おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について 

(1) おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例 新旧対照

表（抜粋） 第１条関係 

(2) おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例 新旧対照

表（抜粋） 第２条関係 

(3) おいらせ町職員の育児休業等に関する条例 新旧対照表

（抜粋） 

140 

5 議案第 55 号関係 

おいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正

する条例について 

(1) おいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例 新旧対

照表（抜粋） 第１条関係 

(2) おいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例 新旧対

照表（抜粋） 第２条関係 

163 

6 議案第 56 号関係 

おいらせ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例について 

(1) おいらせ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例 新旧対照表（抜粋） 第１条関係 

164 



１２１ 

№ 内  容 頁 

(2) おいらせ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例 新旧対照表（抜粋） 第２条関係 

7 議案第 57 号関係 
おいらせ町職員の特殊勤務手当に関する条例 新旧対照表

（抜粋） 
165 

8 議案第 58 号関係 
おいらせ町甲洋・下田小学校区子育て世代定住助成金交付条

例 新旧対照表（抜粋） 
167 

9 議案第 59 号関係 おいらせ町国民健康保険税条例 新旧対照表（抜粋） 168 

10 議案第 60 号関係 おいらせ町印鑑条例 新旧対照表（抜粋） 172 

11 議案第 61 号関係 おいらせ町子ども医療費助成条例 新旧対照表（抜粋） 173 

12 議案第 62 号関係 おいらせ町道路占用料徴収条例 新旧対照表（抜粋） 175 

 



１２２ 

１ 議案第５０号関係 

 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 (1) おいらせ町監査委員条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（請求又は要求等に基づく監査又は審査） （請求又は要求等に基づく監査又は審査） 

第４条 監査委員は、法第７５条第１項、第９

８条第２項、第１９９条第６項若しくは第７

項、第２３５条の２第２項、第２４２条第１

項及び第２４３条の２の８第３項の規定によ

る監査又は審査の請求又は要求があったとき

は、その翌日から起算して２０日以内に監査

又は審査に着手しなければならない。 

第４条 監査委員は、法第７５条第１項、第９

８条第２項、第１９９条第６項若しくは第７

項、第２３５条の２第２項、第２４２条第１

項及び第２４３条の２の２第３項の規定によ

る監査又は審査の請求又は要求があったとき

は、その翌日から起算して２０日以内に監査

又は審査に着手しなければならない。 

  

（職員の賠償責任の監査） （職員の賠償責任の監査） 

第９条 法第２４３条の２の８第３項の規定に

よる監査を求められたときは、２０日以内に

意見を付けて町長に回付しなければならな

い。 

第９条 法第２４３条の２の２第３項の規定に

よる監査を求められたときは、２０日以内に

意見を付けて町長に回付しなければならな

い。 

 

 

 (2) おいらせ町病院事業の設置等に関する条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の

２の８第８項の規定により病院事業の業務に

従事する職員の賠償責任の免除について議会

の同意を得なければならない場合は、当該賠

償責任に係る賠償額が５万円以上である場合

とする。 

第５条 法第３４条において準用する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の

２の２第８項の規定により病院事業の業務に

従事する職員の賠償責任の免除について議会

の同意を得なければならない場合は、当該賠

償責任に係る賠償額が５万円以上である場合

とする。 

  



１２３ 

２ 議案第５１号関係 

 おいらせ町公共施設使用料及び減免基準の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について 

 (1) おいらせ町公民館条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （使用料の減免）  （使用料の減免） 

第９条 教育委員会は、公益上その他特に必要が

あると認めるときは、規則で定めるところによ

り、前条の使用料を減額し、又は免除すること

ができる。 

第９条 教育委員会は、公益上特に必要があると

認められたときは、前条に規定する使用料を減

額し、又は免除することができる。 

  

別表第１（第８条関係） 別表第１（第８条関係） 

おいらせ町立中央公民館使用料 おいらせ町立中央公民館使用料 

区分 単位 使用料 

講堂 1時間 210円 

大広間 1時間 210円 

和室 1号（1階、2

階） 

1時間 210円 

2号（1階） 1時間 210円 

小会議室 1時間 210円 

講習室 1時間 210円 

調理室 1時間 210円 
 

区分 単位 使用料 

講堂 1時間 630円 

大広間 1時間 630円 

和室 1号（1階、2

階） 

1時間 210円 

2号（1階） 1時間 210円 

小会議室 1時間 210円 

講習室 1時間 210円 

調理室 1時間 210円 

冷暖房

料 

講堂・大広間 1時間 420円 

その他 1時間 100円 
 

 備考 町外利用者は、冷暖房料を除き各使用料

の倍額とする。 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

おいらせ町立北公民館使用料 おいらせ町立北公民館使用料 

区分 単位 使用料 

講堂 1時間 720円 

会議室 1時間 210円 

礼法室 1時間 210円 

実習室 1時間 210円 

 

 

区分 単位 使用料 

講堂 1時間 630円 

会議室 1時間 210円 

礼法室 1時間 210円 

実習室 1時間 210円 

冷暖房

料 

講堂 1時間 420円 

その他 1時間 100円 
 

 備考 町外利用者は、冷暖房料を除き各使用料

の倍額とする。 



１２４ 

改 正 案 現   行 

別表第３（第８条関係） 別表第３（第８条関係） 

おいらせ町立東公民館使用料 おいらせ町立東公民館使用料 

区分 単位 使用料 

ホール 1時間 720円 

和室A 1時間 210円 

和室B 1時間 210円 

小会議室 1時間 210円 

調理室 1時間 210円 

会議室A 1時間 210円 

会議室B 1時間 210円 
 

区分 単位 使用料 

ホール 1時間 630円 

和室A 1時間 210円 

和室B 1時間 210円 

小会議室 1時間 210円 

調理室 1時間 210円 

会議室A 1時間 210円 

会議室B 1時間 210円 

冷暖房

料 

ホール 1時間 420円 

その他 1時間 100円 
 

 備考 町外利用者は、冷暖房料を除き各使用料

の倍額とする。 

 

 

 (2) おいらせ町民交流センター条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （使用料）  （使用料） 

第９条 交流センターの使用料（以下「使用料」

という。）は、別表第１及び別表第２に定める

とおりとする。 

第９条 交流センターの使用料（以下「使用料」

という。）は、別表第１から別表第３までに定

めるとおりとする。 

２・３ 略 ２・３ 略 

 （使用料の減免）  （使用料の減免） 

第１０条 教育委員会は、公益上その他特に必要

があると認めるときは、規則で定めるところに

より、前条の使用料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

第１０条 教育委員会は、公益上必要があると認

められるとき、その他特別の理由があると認め

るときは、使用料を減額し、又は免除すること

ができる。 

  

別表第１（第９条関係） 別表第１（第９条関係） 

おいらせ町民交流センター使用料 おいらせ町民交流センター使用料 

（１時間当たり） （１時間当たり） 



１２５ 

改 正 案 現   行 
 

区分 興行に類さ

ないもの 

興行又

は興行

に類す

るもの 

貸切りでき

ない場合 

料金

徴収

無し 

料金

徴収

有り 

子ど

も 

大人 

アリ

ーナ 

全

面 

2,350

円 

 

4,700

円 

17,620

円 

50円 

 

100円 

 

半

面 

1,170

円 

 

2,340

円 

8,770

円 

小ホール 3,140

円 

 

5,240

円 

15,710

円 

 

研修室 210円 

 

420円 420円  

区分 貸切りの場合 貸切りで

きない場

合 

保健体

育を目

的とし

たもの 

興行に類さない

もの 

興行又

はこれ

に類す

るもの 

入場料

を徴収

しない

場合 

入場料

を徴収

する場

合 

子ど

も 

大

人 

アリ

ーナ 

全

面 

1,05

0円 

全

面 

2,100

円 

全

面 

4,190

円 

全

面 

15,71

0円 

50円 100

円 

片

面 

520

円 

片

面 

1,050

円 

片

面 

2,100

円 

片

面 

7,860

円 

50円 100

円 

小ホ

ール 

1,050円 3,140円 5,240円 15,710

円 

 

研修

室 

210円 210円  420円  

 

備考 備考 

１ 利用時間が１時間未満の場合は、１時間

とする。 

１ 利用時間が１時間未満の場合は、１時間

とする。 

２ 利用時間には準備及び原状回復の時間

も含むものとする。 

２ 利用時間には準備及び原状回復の時間

も含むものとする。 

３ 子どもは、中学生以下をいう。 ３ 町外利用者は、各使用料の倍額とする。 

 ４ 子どもは、中学生以下をいう。 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 

附属設備等使用料 照明使用料及び冷暖房料 

 （１時間当たり） 

 

区分 単位 使用料 

トレーニング器具 1回 1人 100円 

各種スポーツ器具 1回 1組 100円 

区分 照明使用料（貸

切り） 

冷暖房料（貸切り） 

入場料を徴

収しない場

合 

入場料を徴

収する場合 

アリー

ナ 

全面 3,140円 520円 1,050円 

片面 1,570円 

小ホー

ル 

 520円 1,050円 

研修室  100円 210円 
 



１２６ 

改 正 案 現   行 

備考 トレーニング器具利用は、中学生以上と

する。ただし、中学生は保護者同伴とする。 

備考 保健体育に利用する場合には、各使用料

の２分の１とする。 

 別表第３（第９条関係） 

 附属設備等使用料 

 

 

 

区分 単位 入場料を徴

収しない場

合（貸切

り） 

入場料を徴

収する場合

（貸切り） 

舞台照明器具 1時間 520円 1,050円 

トレーニング器

具 

1回 1人 100円 

各種スポーツ器

具 

1回 1組 100円 

放送装置 1回 1式 2,100円 
 

 備考 

１ トレーニング器具利用は、中学生以上と

する。ただし、中学生は父兄同伴とする。 

 ２ 町外利用者は、各使用料の倍額とする。 

 

 

 (3) おいらせ町いちょう公園体育館条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （使用料）  （使用料） 

第９条 使用料は、別表第１及び別表第２に定め

るところによる。 

第９条 使用料は、別表第１から別表第３までに

定めるところによる。 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第１０条 教育委員会は、公益上その他特に必要

があると認めるときは、規則で定めるところに

より、前条の使用料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

第１０条 教育委員会は、公益上必要があると認

められるとき、その他特別の理由があると認め

るときは、その申請により前条の使用料を減額

し、又は免除することができる。 

  

別表第１（第９条関係） 

 体育館使用料      （１時間当たり） 

別表第１（第９条関係） 

 体育館使用料 

 

区分 興行に類さないも

の 

興 行 又

は 興 行

に 類 す

貸切りで

きない場

合 

区分 保健体

育を目

貸切りの場合 貸切りでき

ない場合 



１２７ 

改 正 案 現   行 

 

料金徴

収無し 

料金徴

収有り 

るもの 子ど

も 

大

人 

競技

場 

全

面 

2,350円 

 

4,700円 17,620

円 

50円 

 

100

円 

 半

面 

1,170円 

 

2,340円 8,770円 

レクリエ

ーション

ホール 

210円 

 

420円 420円  

会議室

（大） 

210円 

 

420円 420円  

 

的とし

たもの 

興行に類さな

いもの 

興行又

はこれ

に類す

るもの 

子ど

も 

大人 

入場料

を徴収

しない

場合 

入場料

を徴収

する場

合 

競技場 1,050円 2,100

円 

4,190

円 

15,710

円 

50円 100円 

レクリ

エーシ

ョンホ

ール 

210円    50円 100円 

会議室

（大） 

210円 210円 420円 420円 50円 100円 

備考 備考 

１ 利用時間が１時間未満の場合は、１時間

とする。 

１ 使用料は、１時間当たりの額である。 

２ 利用時間には準備及び原状回復の時間

も含むものとする。 

２ 競技場の半面利用の場合は、各使用料の

２分の１とする。 

３ 子どもは、中学生以下をいう。 ３ 利用時間は、１時間未満であっても、１

時間とし、準備と後始末の時間も含まれ

る。 

 ４ 町外利用者は、各使用料の倍額とする。 

 ５ 子どもとは、中学生以下をいう。 

 ６ 照明を使用する場合は、別表第３に定め

る照明使用料を加算する。 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 

附属器具等使用料 附属器具等使用料 

種類 単位 使用料（各1回につき） 

各種スポーツ用具 1組 100円 
 

種類 単位 使用料（各1回につき） 

各種スポーツ用具 1組 100円 

放送装置 一式 2,100円 
 

 別表第３（第９条関係） 

 照明使用料 

 区分 照明使用料 

競技場全面 3,140円 

競技場半面 1,570円 
 



１２８ 

改 正 案 現   行 

 備考 

 １ 使用料は、１時間当たりの額とする。 

 ２ 保健体育に利用する場合は、各使用料の

２分の１の額とする。 

 

 

 (4) おいらせ町地域福祉センター条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （使用料の減免）  （使用料の減免） 

第８条 町長は、公益上その他特に必要があると

認めるときは、規則で定めるところにより、前

条の使用料を減額し、又は免除することができ

る。 

第８条 町長は、公益上その他特に必要と認める

ときは、前条の使用料を減額し、又は免除する

ことができる。 

  

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

地域福祉センター使用料 地域福祉センター使用料 

利用区分 単位 使用料 

集会室 1時間 210円 
 

利用区分 単位 使用料 暖房料 

集会室 1時間 520円 100円 
 

 備考 町外利用者は、暖房料を除き倍額とす

る。 

 

 

 (5) おいらせ町老人福祉センター条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （使用料）  （使用料） 

第８条 福祉センターの使用料は、別表のとおり

とする。 

第８条 福祉センターの使用料は、別表のとおり

とする。 

 ２ 町内に居住する６０歳以上の人に対する使

用料は、無料とする。 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第９条 町長は、公益上その他特に必要があると

認めるときは、規則で定めるところにより、前

条の使用料を減額し、又は免除することができ

る。 

第９条 町長は、福祉センターの利用について、

特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又

は免除することができる。 

  

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 



１２９ 

改 正 案 現   行 

老人福祉センター使用料 福祉センター使用料 

利用区分 単位 使用料 

創作活動室 1時間 210円 

栄養指導室 1時間 210円 

教養娯楽室 1時間 210円 
 

区分 単位 使用料 冷暖房料 

創作活動室 1時間 100円 100円 

栄養指導室 1時間 100円 100円 

教養娯楽室 1時間 310円 100円 
 

 備考 町外利用者は、冷暖房料を除き各使用料

の倍額とする。 

 

 

 (6) おいらせ町保健福祉センター条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （使用料の減免）  （使用料の減免） 

第８条 町長は、公益上その他特に必要があると

認めるときは、規則で定めるところにより、前

条の使用料を減額し、又は免除することができ

る。 

第８条 町長は、公益上その他特に必要と認める

ときは、前条の使用料を減額し、又は免除する

ことができる。 

  

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

保健福祉センター使用料 保健福祉センター使用料 

利用区分 単位 使用料 

集団指導室 1時間 210円 

栄養指導実

習室 

1時間 210円 

 

利用区分 単位 使用料 冷暖房料 

集団指導室 1時間 520円 100円 

栄養指導実

習室 

1時間 520円 100円 

 

 備考 町外利用者は、冷暖房料を除き各使用料

の倍額とする。 

 

 

  



１３０ 

 (7) おいらせ町農村環境改善センター条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （使用料）  （使用料） 

第９条 農村環境改善センターの利用許可を受

けた者は、別表の料金を利用許可を受けた際に

納付しなければならない。 

第９条 農村環境改善センターの利用許可を受

けた者は、別表の料金を利用許可を受けた際に

納付しなければならない。 

 ２ 公共機関及びこれに準ずる団体等が利用す

るもので、町長が特別の理由があると認めると

きは、使用料を減額し、又は免除することがで

きる。 

（使用料の減免）  

第１０条 町長は、公益上その他特に必要がある

と認めるときは、規則で定めるところにより、

前条の使用料を減額し、又は免除することがで

きる。 

 

 

 

 

第１１条～第１５条 略 第１０条～第１４条 略 

  

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

おいらせ町農村環境改善センター使用料 おいらせ町農村環境改善センター使用料 

区分 単位 使用料 

多目的ホー

ル 

1時間 720円 

生活実習室 1時間 210円 

研修室 1時間 210円 

会議室 1時間 210円 
 

区分 単位 使用料 

多目的ホー

ル 

1時間 630円 

生活実習室 1時間 210円 

研修室 1時間 630円 

会議室 1時間 210円 

暖房料 1時間 多目的ホール・研修室 420

円 

その他 100円 

照明使用料 1時間 多目的ホール 210円 
 

 備考 町外利用者は、暖房料及び照明使用料を

除き各使用料の倍額とする。 

 

 

  



１３１ 

 (8) おいらせ町いちょう公園バーベキューハウス条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （使用料の減免）  （使用料の減免） 

第７条 町長は、公益上その他特に必要があると

認めるときは、規則で定めるところにより、前

条の使用料を減額し、又は免除することができ

る。 

第７条 町長は、公益上その他特に必要と認める

ときは、前条の使用料を減額し、又は免除する

ことができる。 

 

 

 (9) おいらせ町縄文の森イベント広場条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （使用料）  （使用料） 

第７条 広場の使用料は、別表に掲げるとおりと

する。 

第７条 広場の使用料は、別表に掲げるとおりと

する。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、町長が特に認める

公共的団体等が広場を利用する場合にあって

は、その使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

（使用料の減免）  

第８条 町長は、公益上その他特に必要があると

認めるときは、規則で定めるところにより、前

条の使用料を減額し、又は免除することができ

る。 

 

（原状回復の義務） （原状回復の義務） 

第９条 利用者は、その利用を終了したとき、又

は第６条の規定により利用を停止され、若しく

は許可を取り消されたときは、直ちに原状に回

復しなければならない。 

第８条 利用者は、その利用を終了したとき、又

は前条の規定により利用を停止され、若しくは

許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復

しなければならない。 

第１０条～第１２条 略 第９条～第１１条 略 

  

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

広場使用料 広場使用料 

（単位：円／１時間当たり） 〔単位：円／１時間当たり〕 



１３２ 

改 正 案 現   行 

区分 一般 興行 

入場料無し 入場料有り 

大屋根ゲートボ

ール場 

420 630 1,050 

 

区分 一般 興行 

町内 町外 入場料

無 

入場料有 

大屋根ゲートボ

ール場 

420 630 630 1,050 

ステージ・放送

器具 

210 310 310 520 

大屋根照明 520 790 790 790 
 

 

 

 (10) おいらせ町公園条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （運動施設等）  （運動施設等） 

第２５条 都市公園に設置する運動施設等は、別

表第３のとおりとする。 

第２５条 都市公園に設置する運動施設等は、別

表第３のとおりとする。 

２ 前項の運動施設等の使用料は、別表第４から

別表第１０までのとおりとする。 

２ 前項の運動施設等の使用料は、別表第４のと

おりとする。 

（運動施設等使用料の減免）  

第２６条 町長は、公益上その他特に必要がある

と認めるときは、規則で定めるところにより、

前条の使用料を減額し、又は免除することがで

きる。 

 

第２７条～第３１条 略 第２６条～第３０条 略 

（過料） （過料） 

第３２条 略 第３１条 略 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

２ 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴

収を免れた者は、その徴収を免れた金額の５倍

に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５

万円を超えないときは、５万円とする。）以下

の過料に処する。 

 

 第３２条 詐欺その他不正の行為により、使用料

等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額

の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金

額が５万円を超えないときは、５万円とする。）

以下の過料に処する。 

  



１３３ 

改 正 案 現   行 

別表第３（第２５条関係） 別表第３（第２５条関係） 

名称 公園の名称 

いちょう公園テニスコート いちょう公園 

いちょう公園グラウンド いちょう公園 

いちょう公園野球場 いちょう公園 

いちょう公園ローラースケート場 いちょう公園 

下田公園野球場 下田公園 

下田公園多目的グラウンド 下田公園 

下田公園キャンプ場 下田公園 
 

名称 公園の名称 

いちょう公園テニスコート いちょう公園 

いちょう公園グラウンド いちょう公園 

いちょう公園野球場 いちょう公園 

いちょう公園ローラースケート場 いちょう公園 

下田公園テニスコート 下田公園 

下田公園野球場 下田公園 

下田公園多目的グラウンド 下田公園 

下田公園キャンプ場 下田公園 
 

別表第４（第２５条関係） 別表第４（第２５条関係） 

いちょう公園テニスコート使用料  

（貸切り） （貸切り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 使用料の額は、１時間当たりの額とす

る。（テニス器具を除く。） 

２ テニスコートのコート使用料「中学生以

下」は、利用者全員が中学生以下である場

合の料金とする。 

 

 

 

 

 

 

 

区分 料金徴収無し 料金徴収

有り 

中学生

以下 

一般利

用 

一般利用 

コー

ト 

照明使用

無し 

160円 

／１面 

470円 

／1面 

940円 

／1面 

照明使用

有り 

410円 

／1面 

780円 

／1面 

1,250円 

／1面 

テニス器具 100円／１回 

名

称 

区

分 

対象 いちょう

公園 

下田公園 

テ

ニ

ス

コ

ー

ト 

コ

ー

ト 

 

 

 

 

町民 470円／1

面 

210円／1

面 

中学生以下 160円／1

面 

50円／1

面 

町民以外 940円／1

面 

420円／1

面 

照

明

料 

町民 310円／1

面 

 

町民以外 470円／1

面 

 

テ

ニ

ス

器

具 

町民 100円／1回 

町民以外 210円／1回 

野

球

場 

球

場 

町

民 

アマチュ

アスポー

ツに利用

する場合 

入場料

有 

630円 1,570円 

入場料

無 

420円 1,050円 

催物に利 入場料 5,240円 



１３４ 

改 正 案 現   行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用する場

合 

有 

入場料

無 

2,620円 

興行又はこれに

類するものに利

用 

15,710円 

町

民

以

外 

アマチュ

アスポー

ツに利用

する場合 

入場料

有 

1,260円 3,140円 

入場料

無 

840円 2,100円 

催物に利

用する場

合 

入場料

有 

10,480円 

入場料

無 

5,240円 

興行又はこれに

類するものに利

用 

31,430円 

管

理

棟 

町

民 

アマチュ

アスポー

ツに利用

する場合 

入場料

有 

 520円 

入場料

無 

 520円 

催物に利

用する場

合 

入場料

有 

 1,570円 

入場料

無 

 1,050円 

興行又はこれに

類するものに利

用 

 5,240円 

町

民

以

外 

アマチュ

アスポー

ツに利用

する場合 

入場料

有 

 1,050円 

入場料

無 

 1,050円 

催物に利

用する場

合 

入場料

有 

 3,140円 

入場料

無 

 2,100円 

興行又はこれに

類するものに利

 10,480円 



１３５ 

改 正 案 現   行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用 

グ

ラ

ウ

ン

ド 

グ

ラ

ウ

ン

ド 

町

民

（

全

面

） 

一般（高校生含

む） 

420円 

中学生以下 無料 

興行又はこれに

類するものに利

用 

2,100円 

町

民

（

半

面

） 

一般（高校生含

む） 

210円 

中学生以下 無料 

興行又はこれに

類するものに利

用 

1,050円 

町

民

以

外

（

全

面

） 

一般（高校生含

む） 

840円 

中学生以下 840円 

興行又はこれに

類するものに利

用 

4,190円 

町

民

以

外

（

半

面

） 

一般（高校生含

む） 

420円 

中学生以下 420円 

興行又はこれに

類するものに利

用 

2,100円 

照

明

料 

町民（全面） 310円 

町民（半面） 160円 

町民以外（全面） 470円 

町民以外（半面） 240円 

ロ

ー

ラ

ー

ス

ロ

ー

ラ

ー

ス

町民及び町民以外 無料  



１３６ 

改 正 案 現   行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第５（第２５条関係） 

いちょう公園グラウンド使用料 

（貸切り） 

備考 使用料の額は、１時間当たりの額とす 

る。 

別表第６（第２５条関係） 

いちょう公園野球場使用料 

（貸切り） 

区分 料金徴収無し 料金徴収有り  

区分 興行に類さないもの 興行又は

興行に類

するもの 

料金徴収

無し 

料金徴収

有り 

グラ

ウン

ド全

面 

照明使

用無し 

420円 840円 2,100円 

照明使

用有り 

730円 1,150円 2,410円 

グラ

ウン

ド半

面 

照明使

用無し 

210円 420円 1,050円 

照明使

用有り 

370円 580円 1,210円 

ケ

ー

ト

場 

ケ

ー

ト

場 

キ

ャ

ン

プ

場 

キ

ャ

ン

プ

場 

町

民 

一般（高校生含

む） 

 310円／1

張／1泊 

中学生以下の団

体 

 無料 

町民以外  630円／1

張／1泊 

備考 

１ 使用料の額は、１時間当たりの額とす

る。（テニス器具を除く。） 

２ テニスコートのコート使用料「中学生以

下」は、利用者全員が中学生以下である場

合の料金とする。 



１３７ 

改 正 案 現   行 

野球場 420円 630円 

備考 使用料の額は、１時間当たりの額とす

る。 

別表第７（第２５条関係） 

いちょう公園ローラースケート場使用料 

区分 料金徴収無し 料金徴収有り 

ローラース

ケート場 

無料 無料 

別表第８（第２５条関係） 

下田公園野球場使用料 

（貸切り） 

区分 料金徴収無し 料金徴収有り 

野球場 1,050円 1,570円 

備考 使用料の額は、１時間当たりの額とす

る。 

別表第９（第２５条関係） 

下田公園多目的グラウンド使用料 

（貸切り） 

区分 興行に類さな

いもの 

興行又は興

行に類する

もの 料金徴

収無し 

料金徴

収有り 

グラウン

ド全面 

照明使

用無し 

420円 840円 2,100円 

照明使

用有り 

730円 1,150

円 

2,410円 

グラウン

ド半面 

照明使

用無し 

210円 420円 1,050円 

照明使

用有り 

370円 580円 1,210円 

備考 使用料の額は、１時間当たりの額とす

る。 

別表第１０（第２５条関係） 

下田公園キャンプ場使用料 

 

区分 一般利用 

キャンプ場 500円／1張／1泊 

 



１３８ 

 (11) おいらせ阿光坊古墳館条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （使用料の減免）  （使用料の減免） 

第１１条 教育委員会は、公益上その他特に必要

があると認めるときは、規則で定めるところに

より、前条の使用料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

第１１条 教育委員会は、公益上特に必要がある

と認められたときは、前条に規定する使用料を

減額し、又は免除することができる。 

  

別表第２（第１０条関係） 別表第２（第１０条関係） 

施設等使用料 施設等使用料 

設備、器具名 単位 使用料 備考 

季節展示室 1日 1,050

円 

 

歴史展示室 1時間 210円  

体験学習室 1時間 210円  

季節展示室冷暖房

料 

1時間 100円  

歴史展示室冷暖房

料 

1時間 100円  

体験学習室冷暖房

料 

1時間 100円  

プロジェクター

（スクリーン含

む） 

1台／

日 

3,140

円 

 

展示用パネル 1枚／

日 

210円  

展示ケース 1台／

日 

210円  

灯油窯 1台／

日 

3,140

円 

灯油代実費

負担 

電気炉 1台／

日 

3,140

円 

 

 

設備、器具名 単位 使用料 備考 

季節展示室 1日 1,050

円 

 

歴史展示室 1時間 210円  

体験学習室 1時間 210円  

季節展示室冷暖房

料 

1時間 100円  

歴史展示室冷暖房

料 

1時間 100円  

体験学習室冷暖房

料 

1時間 100円  

プロジェクター

（スクリーン含

む） 

1台／

日 

3,140

円 

 

展示用パネル 1枚／

日 

210円  

展示ケース 1台／

日 

210円  

灯油窯 1台／

日 

3,140

円 

灯油代実費

負担 

電気炉 1台／

日 

3,140

円 

 

 

 備考 町外使用者の使用料は倍額とする。 

 

  



１３９ 

３ 議案第５２号関係 

 おいらせ町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

 (1) おいらせ町特別会計条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（設置） （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２０９条第２項の規定により、次の各号に掲げ

る特別会計を当該各号に定める目的のため設置

する。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２０９条第２項の規定により、次の各号に掲げ

る特別会計を当該各号に定める目的のため設置

する。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

 (4) おいらせ町公共下水道事業特別会計 公

共下水道事業 

 (5) おいらせ町農業集落排水事業特別会計 

農業集落排水事業 

(4) 略 (6) 略 

 

 

 (2) おいらせ町農業集落排水処理施設条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第１項の規定に基づ

き、おいらせ町農業集落排水処理施設（以下「施

設」という。）の管理及び使用に関し、法令その

他特別の定めのあるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第１項の規定に基づ

き、農業集落における生活環境の整備及び農地

等に係る水質保全を図るため、おいらせ町農業

集落排水処理施設（以下「施設」という。）を設

置し、法令その他特別の定めのあるもののほか、

施設の管理及び使用に関し必要な事項を定める

ものとする。 

  （施設の名称、位置及び処理区域） 

第２条 削除 第２条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表に

掲げるとおりとする。 

  

 別表（第２条関係） 

名称 位置 処理区域 

おいらせ町古間

木山地区農業集

落排水処理施設 

おいらせ町若

葉九丁目140

番地55 

緑ヶ丘、若葉、

青葉及び住吉地

内 
 

 



１４０ 

４ 議案第５４号関係 

 おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 (1) おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例 新旧対照表（抜粋） 第１条関係 

改 正 案 現   行 

（期末手当） （期末手当） 

第２６条 略 第２６条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支

給する場合には１００分の１２０、１２月に支給

する場合には１００分の１２５を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職

員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の

１２０を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内

の期間における当該職員の在職期間の次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じ

て得た額とする。 

(1)～(4) 略  (1)～(4) 略 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規

定の適用については、同項中「１００分の１２０」

とあるのは「１００分の６７．５」と、「１００

分の１２５」とあるのは「１００分の７０」とす

る。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規

定の適用については、同項中「１００分の１２０」

とあるのは「１００分の６７．５」とする。 

４～６ 略  ４～６ 略 

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２９条 略 第２９条 略 

２ 略 ２ 略 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。）において

受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額を加算した額に、６月

に支給する場合には１００分の９５、１２月に

支給する場合には１００分の１００を乗じて

得た額の総額 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。）において

受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額を加算した額に１０

０分の９５を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤

勉手当基礎額に、６月に支給する場合には１０

０分の４５、１２月に支給する場合には１００

分の４７．５を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務

職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤

勉手当基礎額に１００分の４５を乗じて得た

額の総額 

３～５ 略 ３～５ 略 



１４１ 

改 正 案 現   行 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

行政職給料表 行政職給料表 

職員の

区分 

 職務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 円 

1 162,100 208,000 240,900 271,600 295,400 323,100 

2 163,200 209,700 242,400 273,200 297,500 325,300 

3 164,400 211,400 243,800 274,700 299,500 327,500 

4 165,500 212,900 245,200 276,300 301,400 329,500 

5 166,600 214,400 246,400 277,800 303,200 331,500 

6 167,700 216,200 248,000 279,500 305,000 333,500 

7 168,800 217,900 249,500 281,300 306,600 335,400 

8 169,900 219,600 250,900 283,100 308,200 337,300 

9 170,900 221,100 252,000 284,800 309,800 339,200 

10 172,300 222,600 253,400 286,700 312,000 341,200 

11 173,600 224,100 254,900 288,500 314,200 343,200 

12 174,900 225,600 256,200 290,300 316,200 345,200 

13 176,100 226,800 257,500 292,100 318,200 347,000 

14 177,600 228,200 258,700 293,700 320,200 349,000 

15 179,100 229,600 259,900 295,100 322,100 350,900 

16 180,700 231,000 261,100 296,500 324,000 352,800 

17 181,800 232,400 262,300 298,000 325,900 354,500 

18 183,200 234,000 263,600 300,000 327,900 356,500 

19 184,600 235,500 264,900 302,000 329,800 358,300 

20 186,000 236,900 266,200 303,800 331,700 360,200 

21 187,300 238,100 267,600 305,500 333,400 362,100 

22 189,600 239,700 269,100 307,400 335,400 364,000 

23 191,800 241,200 270,700 309,300 337,400 365,900 

24 194,000 242,600 272,200 311,100 339,300 367,800 

25 196,200 243,600 273,800 312,800 340,700 369,700 

26 197,900 245,100 275,500 314,800 342,600 371,600 

27 199,400 246,400 277,100 316,800 344,500 373,500 

28 200,900 247,600 278,700 318,700 346,400 375,400 

29 202,400 248,700 280,300 320,400 348,000 376,900 

30 203,800 249,700 281,800 322,400 349,900 378,700 

31 205,200 250,600 283,300 324,400 351,700 380,500 

32 206,600 251,500 284,800 326,400 353,500 382,100 

職員の

区分 

 職務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 円 

1 150,100 198,500 234,400 266,000 290,700 319,200 

2 151,200 200,300 236,000 267,700 292,900 321,400 

3 152,400 202,100 237,500 269,200 295,000 323,700 

4 153,500 203,900 239,000 271,000 297,000 325,900 

5 154,600 205,400 240,300 272,700 298,800 328,100 

6 155,700 207,200 241,900 274,500 300,800 330,100 

7 156,800 209,000 243,400 276,300 302,600 332,300 

8 157,900 210,800 244,900 278,300 304,200 334,500 

9 158,900 212,400 246,000 280,200 306,100 336,400 

10 160,300 214,200 247,500 282,200 308,400 338,600 

11 161,600 216,000 249,000 284,100 310,600 340,600 

12 162,900 217,800 250,300 286,000 312,900 342,800 

13 164,100 219,200 251,800 287,900 315,000 344,600 

14 165,600 221,000 253,000 289,700 317,100 346,600 

15 167,100 222,700 254,300 291,200 319,300 348,600 

16 168,700 224,500 255,500 292,600 321,400 350,600 

17 169,800 226,100 256,800 294,400 323,300 352,300 

18 171,200 227,800 258,200 296,400 325,300 354,300 

19 172,600 229,400 259,600 298,500 327,300 356,100 

20 174,000 230,900 261,100 300,500 329,300 358,000 

21 175,300 232,200 262,700 302,400 331,000 359,900 

22 177,800 233,800 264,400 304,500 333,100 361,800 

23 180,300 235,400 266,000 306,500 335,100 363,800 

24 182,800 236,900 267,600 308,600 337,200 365,700 

25 185,200 237,900 269,400 310,300 338,600 367,700 

26 186,900 239,400 271,200 312,400 340,500 369,600 

27 188,500 240,700 272,900 314,400 342,400 371,600 

28 190,200 241,900 274,600 316,400 344,300 373,600 

29 191,700 243,100 276,200 318,100 345,900 375,100 

30 193,400 244,100 277,900 320,100 347,800 376,900 

31 195,200 245,100 279,700 322,200 349,700 378,700 

32 196,900 246,100 281,200 324,300 351,500 380,300 



１４２ 

改 正 案 現   行 

33 208,000 252,400 285,900 327,600 355,300 383,800 

34 209,300 253,300 287,500 329,600 357,100 385,200 

35 210,600 254,100 289,000 331,500 358,800 386,600 

36 211,900 254,900 290,500 333,500 360,500 388,000 

37 213,200 255,600 291,900 335,400 361,900 389,400 

38 214,400 256,700 293,500 337,300 363,200 390,600 

39 215,600 257,900 295,100 339,200 364,500 391,800 

40 216,700 259,000 296,700 341,100 365,900 392,800 

41 217,800 260,200 298,200 342,900 367,000 393,900 

42 218,900 261,400 299,800 344,800 367,900 395,100 

43 219,900 262,500 301,300 346,600 368,900 396,200 

44 220,900 263,600 302,800 348,400 370,000 397,300 

45 221,800 264,700 304,400 349,900 370,800 398,000 

46 222,700 265,800 306,000 351,300 371,700 398,700 

47 223,600 266,900 307,600 352,700 372,600 399,400 

48 224,500 267,900 309,100 354,200 373,400 400,100 

49 225,400 268,900 310,000 355,700 374,200 400,700 

50 226,300 269,900 311,500 356,500 375,000 401,300 

51 227,200 270,900 313,000 357,500 375,800 401,800 

52 228,100 271,800 314,600 358,500 376,500 402,200 

53 228,900 272,700 316,200 359,400 377,200 402,600 

54 229,800 273,600 317,800 360,500 377,900 402,900 

55 230,700 274,500 319,300 361,400 378,600 403,200 

56 231,500 275,400 320,800 362,400 379,300 403,500 

57 231,800 276,300 322,200 363,300 379,800 403,800 

58 232,600 277,200 323,400 364,000 380,400 404,100 

59 233,300 278,100 324,500 364,700 381,000 404,400 

60 233,900 279,000 325,600 365,300 381,700 404,700 

61 234,500 280,000 326,300 365,700 382,100 405,000 

62 235,200 281,000 327,200 366,300 382,800 405,300 

63 235,800 281,900 328,000 367,000 383,400 405,600 

64 236,300 282,800 328,800 367,700 384,000 405,900 

65 236,800 283,300 329,600 368,000 384,400 406,200 

66 237,300 284,000 330,000 368,700 385,000 406,500 

67 237,800 284,700 330,600 369,400 385,600 406,800 

68 238,400 285,600 331,300 370,000 386,200 407,100 

69 238,900 286,600 332,100 370,300 386,600 407,300 

70 239,400 287,400 332,800 370,900 387,100 407,600 

33 198,500 247,200 282,400 325,500 353,400 382,100 

34 199,900 248,100 284,100 327,500 355,200 383,500 

35 201,400 249,000 285,700 329,400 357,000 385,000 

36 202,900 250,000 287,400 331,500 358,700 386,600 

37 204,200 250,900 289,000 333,400 360,100 388,000 

38 205,500 252,200 290,700 335,300 361,400 389,200 

39 206,700 253,400 292,500 337,300 362,800 390,400 

40 208,000 254,700 294,300 339,200 364,200 391,500 

41 209,300 256,000 295,800 341,100 365,500 392,600 

42 210,600 257,400 297,500 343,000 366,400 393,800 

43 211,900 258,600 299,000 344,800 367,500 395,000 

44 213,200 259,800 300,600 346,700 368,600 396,100 

45 214,300 260,900 302,200 348,200 369,400 396,800 

46 215,600 262,100 303,900 349,600 370,300 397,500 

47 216,900 263,400 305,500 351,100 371,200 398,200 

48 218,200 264,500 307,200 352,600 372,100 398,900 

49 219,200 265,600 308,100 354,200 373,000 399,500 

50 220,300 266,600 309,600 355,000 373,800 400,100 

51 221,300 267,800 311,100 356,200 374,600 400,600 

52 222,300 268,900 312,700 357,200 375,400 401,000 

53 223,300 269,900 314,300 358,100 376,100 401,400 

54 224,200 270,900 315,900 359,200 376,800 401,700 

55 225,100 272,000 317,500 360,100 377,500 402,000 

56 226,000 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300 

57 226,300 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600 

58 227,100 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900 

59 227,800 275,900 322,900 363,500 379,900 403,200 

60 228,500 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500 

61 229,200 278,100 324,800 364,600 381,000 403,800 

62 230,000 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100 

63 230,700 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400 

64 231,300 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700 

65 231,900 281,500 328,200 366,900 383,300 405,000 

66 232,500 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300 

67 233,100 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600 

68 233,800 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900 

69 234,500 285,000 330,900 369,300 385,500 406,100 

70 235,100 285,800 331,600 369,900 386,000 406,400 
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改 正 案 現   行 

71 239,900 288,200 333,500 371,600 387,600 407,900 

72 240,400 289,000 334,100 372,200 388,200 408,100 

73 240,900 289,700 334,600 372,500 388,500 408,300 

74 241,400 290,200 335,200 373,100 388,900 408,600 

75 241,800 290,600 335,700 373,800 389,300 408,900 

76 242,300 291,000 336,300 374,400 389,700 409,100 

77 242,800 291,200 336,600 374,800 390,000 409,300 

78 243,300 291,500 337,100 375,300 390,300 409,600 

79 243,800 291,700 337,500 375,900 390,600 409,900 

80 244,300 292,000 337,900 376,400 390,800 410,100 

81 244,700 292,200 338,300 376,900 391,000 410,300 

82 245,200 292,400 338,800 377,500 391,300 410,600 

83 245,600 292,700 339,300 378,000 391,600 410,900 

84 246,000 292,900 339,800 378,300 391,800 411,100 

85 246,400 293,200 340,100 378,700 392,000 411,300 

86 246,800 293,500 340,500 379,200 392,300  

87 247,200 293,800 341,000 379,600 392,600  

88 247,600 294,100 341,400 380,000 392,800  

89 248,000 294,400 341,700 380,400 393,000  

90 248,500 294,800 342,100 380,900 393,300  

91 248,800 295,100 342,600 381,300 393,600  

92 249,100 295,500 343,000 381,700 393,800  

93 249,400 295,700 343,200 382,000 394,000  

94  295,900 343,600 382,500   

95  296,200 344,100 382,900   

96  296,600 344,500 383,300   

97  296,800 344,700 383,600   

98  297,100 345,100 384,100   

99  297,500 345,500 384,500   

100  297,900 345,800 384,900   

101  298,100 346,100 385,200   

102  298,400 346,500    

103  298,800 346,900    

104  299,100 347,300    

105  299,300 347,800    

106  299,600 348,200    

107  300,000 348,600    

108  300,300 349,000    

71 235,600 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700 

72 236,300 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000 

73 237,000 288,200 333,500 371,500 387,400 407,200 

74 237,600 288,700 334,100 372,100 387,800 407,500 

75 238,200 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800 

76 238,700 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000 

77 239,300 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200 

78 240,000 290,100 336,000 374,300 389,200 408,500 

79 240,700 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800 

80 241,200 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000 

81 241,700 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200 

82 242,300 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500 

83 242,900 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800 

84 243,400 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000 

85 243,900 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200 

86 244,500 292,400 339,500 378,200 391,300  

87 245,100 292,700 340,000 378,600 391,600  

88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800  

89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000  

90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300  

91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600  

92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800  

93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000  

94  294,900 342,600 381,500   

95  295,200 343,100 381,900   

96  295,600 343,500 382,300   

97  295,800 343,700 382,600   

98  296,100 344,100 383,100   

99  296,500 344,500 383,500   

100  296,900 344,800 383,900   

101  297,100 345,100 384,200   

102  297,400 345,500    

103  297,800 345,900    

104  298,100 346,300    

105  298,300 346,800    

106  298,600 347,200    

107  299,000 347,600    

108  299,300 348,000    



１４４ 

改 正 案 現   行 

109  300,500 349,500    

110  300,900 349,900    

111  301,300 350,200    

112  301,600 350,500    

113  301,800 351,000    

114  302,000     

115  302,300     

116  302,700     

117  302,900     

118  303,100     

119  303,400     

120  303,700     

121  304,100     

122  304,300     

123  304,600     

124  304,900     

125  305,200     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 
基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 

188,700 

円 

216,200 

円 

256,200 

円 

275,600 

円 

290,700 

円 

316,200 

 

109  299,500 348,500    

110  299,900 348,900    

111  300,300 349,200    

112  300,600 349,500    

113  300,800 350,000    

114  301,000     

115  301,300     

116  301,700     

117  301,900     

118  302,100     

119  302,400     

120  302,700     

121  303,100     

122  303,300     

123  303,600     

124  303,900     

125  304,200     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 

187,700 

円 

215,200 

円 

255,200 

円 

274,600 

円 

289,700 

円 

315,100 

 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない

すべての職員に適用する。ただし、第３１条、

第３１条の２及び第３１条の３に規定する

職員を除く。 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない

すべての職員に適用する。ただし、第３１条、

第３１条の２及び第３１条の３に規定する

職員を除く。 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

医療職給料表(1) 医療職給料表(1) 

職員の区

分 

 職務の

級 

1級 2級 3級 4級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

 円 円 円 円 

1 264,700 346,600 406,900 474,700 

2 267,200 349,600 409,600 477,000 

3 269,600 352,400 412,100 479,200 

4 272,000 355,300 414,700 481,500 

5 274,100 357,800 417,100 483,700 

職員の区

分 

 職務の

級 

1級 2級 3級 4級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

 円 円 円 円 

1 253,600 338,400 400,400 471,700 

2 256,100 341,400 403,300 474,000 

3 258,600 344,200 405,900 476,200 

4 261,100 347,100 408,600 478,500 

5 263,300 349,800 411,000 480,700 
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6 277,600 360,800 419,100 485,800 

7 281,100 363,800 420,900 488,000 

8 284,500 366,600 422,800 490,000 

9 288,100 368,700 424,600 491,900 

10 291,600 371,200 427,300 494,000 

11 295,200 373,900 429,800 496,100 

12 298,700 376,400 432,200 498,200 

13 302,200 379,100 434,400 500,300 

14 306,100 382,500 436,900 502,200 

15 310,000 385,500 438,900 504,300 

16 313,600 388,800 441,000 506,400 

17 317,200 391,800 443,000 508,300 

18 320,700 394,400 445,200 510,300 

19 324,200 396,800 447,400 512,300 

20 327,700 399,300 449,500 514,100 

21 331,300 401,900 450,900 515,900 

22 335,000 403,900 453,300 517,700 

23 338,400 405,500 455,600 519,500 

24 341,700 407,100 457,800 521,300 

25 345,000 408,800 459,800 522,900 

26 347,500 411,000 462,100 524,700 

27 350,000 413,100 464,300 526,500 

28 352,300 415,100 466,600 528,300 

29 354,400 417,200 468,700 529,900 

30 356,100 419,300 470,900 531,700 

31 357,800 420,900 473,200 533,500 

32 359,600 422,600 475,300 535,300 

33 361,500 424,500 477,100 536,900 

34 363,700 426,000 479,200 538,700 

35 365,800 427,800 481,300 540,400 

36 367,800 429,600 483,300 542,100 

37 369,700 431,500 485,400 543,700 

38 371,900 433,500 487,100 545,300 

39 374,000 435,300 488,900 546,700 

40 376,000 437,200 490,700 548,300 

41 378,000 439,000 492,300 549,800 

42 378,700 440,700 494,100 551,200 

43 379,300 442,400 495,900 552,600 

6 267,100 352,800 413,300 482,900 

7 270,900 355,900 415,400 485,100 

8 274,700 358,700 417,300 487,300 

9 278,300 361,100 419,500 489,300 

10 282,300 363,700 422,200 491,400 

11 286,300 366,400 424,800 493,500 

12 290,300 369,200 427,500 495,600 

13 294,000 372,100 429,900 497,700 

14 298,000 375,600 432,400 499,800 

15 301,900 378,600 434,800 501,900 

16 305,700 382,200 437,300 504,000 

17 309,300 385,600 439,300 506,100 

18 312,800 388,300 441,700 508,100 

19 316,300 390,800 444,000 510,100 

20 319,800 393,400 446,400 512,100 

21 323,400 396,100 447,900 513,900 

22 327,100 398,300 450,300 515,700 

23 330,500 400,200 452,600 517,600 

24 333,800 401,800 454,900 519,500 

25 337,300 403,800 456,900 521,200 

26 339,800 406,100 459,200 523,000 

27 342,400 408,300 461,400 524,800 

28 344,700 410,600 463,700 526,600 

29 347,100 412,900 465,800 528,200 

30 348,900 415,000 468,100 530,000 

31 350,700 417,000 470,400 531,800 

32 352,700 419,100 472,600 533,600 

33 354,900 421,000 474,600 535,200 

34 357,200 422,800 476,700 537,000 

35 359,300 424,600 478,800 538,700 

36 361,600 426,600 480,900 540,500 

37 363,700 428,500 483,000 542,100 

38 366,100 430,500 484,800 543,700 

39 368,300 432,400 486,600 545,100 

40 370,300 434,400 488,400 546,700 

41 372,500 436,200 490,100 548,200 

42 373,500 438,000 491,900 549,600 

43 374,300 439,700 493,700 551,000 



１４６ 

改 正 案 現   行 

44 380,000 444,200 497,500 553,900 

45 380,900 446,000 498,900 555,100 

46 382,200 447,800 500,600 556,100 

47 383,500 449,500 502,400 557,100 

48 384,800 451,200 504,100 558,100 

49 385,600 452,800 505,600 559,100 

50 386,400 454,500 506,900 560,000 

51 387,200 456,200 508,200 560,900 

52 387,700 457,900 509,500 561,800 

53 388,500 459,800 510,500 562,600 

54 389,300 461,000 511,800 563,500 

55 390,000 462,200 513,100 564,400 

56 390,700 463,400 514,400 565,300 

57 391,400 464,400 515,400 566,200 

58 392,300 465,400 516,200 567,100 

59 393,000 466,300 517,000 568,000 

60 393,600 467,100 517,800 568,700 

61 394,100 467,900 518,700 569,600 

62 394,600 468,600 519,500 570,500 

63 395,000 469,300 520,400 571,400 

64 395,400 469,900 521,200 572,300 

65 395,700 470,600 522,100 573,200 

66  471,300 523,000  

67  471,900 523,700  

68  472,500 524,600  

69  472,800 525,500  

70  473,400 526,300  

71  474,100 527,200  

72  474,800 528,100  

73  475,200 528,900  

74  475,800 529,800  

75  476,500 530,700  

76  477,200 531,400  

77  477,600 532,200  

78  478,200 533,100  

79  478,800 534,000  

80  479,300 534,900  

81  479,900 535,700  

44 375,000 441,500 495,500 552,300 

45 376,200 443,300 497,100 553,500 

46 377,600 445,100 498,800 554,500 

47 379,100 446,900 500,600 555,500 

48 380,600 448,600 502,400 556,500 

49 381,700 450,400 504,000 557,500 

50 382,700 452,100 505,300 558,400 

51 383,700 453,900 506,600 559,300 

52 384,500 455,700 507,900 560,200 

53 385,400 457,600 508,900 561,000 

54 386,300 458,800 510,200 561,900 

55 387,000 460,000 511,500 562,800 

56 387,900 461,200 512,800 563,700 

57 388,600 462,400 513,800 564,600 

58 389,500 463,400 514,600 565,500 

59 390,300 464,400 515,400 566,400 

60 391,100 465,400 516,200 567,100 

61 391,600 466,200 517,100 568,000 

62 392,100 466,900 517,900 568,900 

63 392,500 467,600 518,800 569,800 

64 393,000 468,300 519,600 570,700 

65 393,300 469,000 520,500 571,600 

66  469,700 521,400  

67  470,400 522,100  

68  471,000 523,000  

69  471,300 523,900  

70  472,000 524,700  

71  472,700 525,600  

72  473,400 526,500  

73  473,800 527,300  

74  474,400 528,200  

75  475,100 529,100  

76  475,800 529,800  

77  476,200 530,600  

78  476,800 531,500  

79  477,400 532,400  

80  477,900 533,300  

81  478,500 534,100  



１４７ 

改 正 案 現   行 

82  480,400 536,600  

83  480,900 537,500  

84  481,400 538,400  

85  481,800 539,200  

86  482,400 540,100  

87  482,800 541,000  

88  483,300 541,900  

89  483,800 542,700  

90  484,400   

91  485,000   

92  485,400   

93  485,900   

94  486,500   

95  487,100   

96  487,600   

97  488,100   

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

297,300 

円 

339,700 

円 

394,300 

円 

467,400 
 

82  479,000 535,000  

83  479,500 535,900  

84  480,000 536,800  

85  480,400 537,600  

86  481,000 538,500  

87  481,400 539,400  

88  481,900 540,300  

89  482,400 541,100  

90  483,000   

91  483,600   

92  484,000   

93  484,500   

94  485,100   

95  485,700   

96  486,300   

97  486,800   

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

296,200 

円 

338,600 

円 

393,000 

円 

466,000 
 

備考 この表は、病院等に勤務する医師で規則

で定めるものに適用する。 

備考 この表は、病院等に勤務する医師で規則

で定めるものに適用する。 

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係） 

医療職給料表(2) 医療職給料表(2) 

職員の

区分 

 職務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

1 167,200 202,800 236,100 258,800 287,400 

2 168,600 204,400 237,400 259,900 289,200 

3 170,000 205,900 238,700 261,100 291,200 

4 171,400 207,300 239,900 262,200 293,100 

5 172,700 208,800 241,100 263,400 294,900 

6 174,500 210,000 242,300 264,600 296,900 

7 176,200 211,200 243,400 265,700 298,700 

8 177,800 212,400 244,500 266,700 300,600 

9 179,400 213,800 245,400 267,800 302,400 

職員の

区分 

 職務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

1 155,100 191,500 226,800 252,400 282,100 

2 156,500 193,100 228,400 253,500 284,000 

3 157,900 194,700 230,000 254,700 286,100 

4 159,300 196,300 231,600 256,000 288,100 

5 160,500 197,800 233,000 257,200 290,200 

6 162,300 199,300 234,600 258,400 292,300 

7 164,000 200,900 236,100 259,500 294,200 

8 165,600 202,400 237,700 260,500 296,200 

9 167,200 204,000 238,600 261,800 298,000 



１４８ 

改 正 案 現   行 

10 181,100 215,300 246,500 268,500 304,000 

11 182,700 216,800 247,800 269,200 305,500 

12 184,600 218,300 248,900 270,000 307,100 

13 186,000 219,700 250,200 271,000 308,800 

14 187,800 221,200 251,400 272,000 310,700 

15 189,800 222,700 252,600 273,000 312,700 

16 191,600 224,200 253,800 274,100 314,500 

17 193,500 225,500 254,600 275,300 316,300 

18 194,700 226,800 255,800 276,800 318,200 

19 196,200 228,200 256,900 278,400 320,100 

20 197,600 229,500 258,000 280,000 321,900 

21 198,800 230,600 259,200 281,500 323,700 

22 200,300 231,700 260,000 283,100 325,600 

23 201,700 232,800 260,800 284,700 327,400 

24 203,000 233,900 261,600 286,300 329,300 

25 204,600 235,000 262,500 287,900 331,000 

26 205,600 236,200 263,500 289,400 332,900 

27 206,700 237,400 264,500 290,900 334,800 

28 207,800 238,500 265,500 292,500 336,600 

29 209,000 239,500 266,700 293,800 337,900 

30 210,100 240,800 268,200 295,300 339,700 

31 211,200 242,200 269,700 296,800 341,400 

32 212,300 243,400 271,000 298,300 343,200 

33 213,700 244,400 272,200 299,800 344,900 

34 215,000 245,700 273,800 301,400 346,700 

35 216,300 246,600 275,300 303,000 348,500 

36 217,500 247,800 276,800 304,600 350,300 

37 218,500 249,000 278,100 305,900 351,900 

38 219,500 250,100 279,500 307,500 353,600 

39 220,500 251,100 280,800 309,000 355,200 

40 221,500 252,100 282,100 310,500 356,800 

41 222,400 253,000 283,200 312,100 358,000 

42 223,200 253,800 284,600 313,700 359,100 

43 224,000 254,600 286,000 315,300 360,300 

44 224,900 255,400 287,300 316,800 361,500 

45 225,800 256,200 288,600 317,700 362,500 

46 226,700 257,400 290,200 319,100 363,300 

47 227,600 258,600 291,700 320,600 364,300 

10 168,900 205,700 240,000 262,500 299,900 

11 170,500 207,300 241,400 263,400 301,500 

12 172,300 209,000 242,500 264,200 303,100 

13 173,700 210,400 244,000 265,300 305,100 

14 175,500 212,000 245,300 266,400 307,000 

15 177,400 213,600 246,500 267,600 309,100 

16 179,200 215,200 247,800 268,700 311,100 

17 181,100 216,600 248,600 270,200 313,100 

18 182,600 218,200 249,800 271,900 315,100 

19 184,400 219,900 250,900 273,600 317,200 

20 186,200 221,600 252,000 275,300 319,300 

21 187,700 222,900 253,400 277,000 321,100 

22 189,200 224,400 254,200 278,700 323,100 

23 190,700 225,800 255,100 280,400 324,900 

24 192,200 227,300 256,000 282,000 326,900 

25 193,800 228,500 257,000 283,700 328,600 

26 195,100 229,900 258,100 285,400 330,500 

27 196,600 231,200 259,200 287,200 332,500 

28 198,000 232,400 260,400 288,800 334,500 

29 199,500 233,600 261,800 290,200 335,800 

30 200,700 234,900 263,400 291,800 337,600 

31 202,000 236,400 265,000 293,400 339,300 

32 203,300 237,700 266,500 295,100 341,100 

33 204,700 238,700 267,800 296,800 342,800 

34 206,100 240,000 269,500 298,500 344,600 

35 207,400 240,900 271,100 300,300 346,500 

36 208,800 242,100 272,700 302,100 348,300 

37 209,900 243,400 274,100 303,400 350,100 

38 211,200 244,500 275,600 305,100 351,800 

39 212,500 245,600 277,200 306,600 353,400 

40 213,800 246,700 278,600 308,200 355,100 

41 214,900 247,800 279,800 309,900 356,300 

42 216,100 248,700 281,200 311,600 357,400 

43 217,300 249,600 282,700 313,200 358,600 

44 218,500 250,400 284,200 314,900 359,800 

45 219,600 251,500 285,700 315,800 361,000 

46 220,700 252,800 287,400 317,200 361,800 

47 221,700 254,100 289,100 318,700 363,000 



１４９ 

改 正 案 現   行 

48 228,500 259,700 293,100 322,200 365,400 

49 229,200 261,000 294,300 323,600 366,400 

50 230,100 262,300 295,800 324,900 367,400 

51 231,000 263,400 297,100 326,100 368,400 

52 231,800 264,400 298,600 327,300 369,300 

53 232,100 265,400 299,900 328,300 370,100 

54 232,900 266,500 301,300 329,300 370,900 

55 233,500 267,600 302,700 330,300 371,800 

56 234,200 268,700 304,000 331,200 372,600 

57 234,800 269,400 305,000 331,700 373,100 

58 235,400 270,500 306,200 332,600 373,900 

59 235,900 271,600 307,400 333,400 374,700 

60 236,400 272,500 308,800 334,300 375,500 

61 237,000 273,300 310,100 335,000 375,900 

62 237,500 274,300 311,300 335,300 376,600 

63 238,000 275,200 312,500 335,800 377,300 

64 238,600 276,100 313,700 336,400 377,900 

65 239,100 276,900 315,000 337,000 378,300 

66 239,600 277,900 315,800 337,700 378,900 

67 240,200 278,800 316,500 338,400 379,600 

68 240,700 279,700 317,200 339,000 380,200 

69 241,200 280,600 317,800 339,700 380,600 

70 241,700 281,600 318,500 340,200 381,100 

71 242,100 282,700 319,200 340,800 381,600 

72 242,600 283,700 319,800 341,400 382,100 

73 243,100 284,300 320,400 341,700 382,700 

74 243,600 284,800 320,600 342,300 383,200 

75 244,100 285,300 321,100 342,800 383,800 

76 244,600 286,100 321,600 343,300 384,400 

77 244,900 286,900 322,200 343,800 384,900 

78 245,200 287,500 322,700 344,300 385,400 

79 245,500 288,100 323,200 344,800 385,900 

80 245,700 288,600 323,600 345,200 386,400 

81 245,900 289,100 324,200 345,500 386,700 

82 246,200 289,600 324,700 345,800 387,200 

83 246,500 290,000 325,100 346,200 387,600 

84 246,700 290,300 325,600 346,500 388,000 

85 246,900 290,500 326,100 347,000 388,400 

48 222,700 255,300 290,700 320,300 364,100 

49 223,600 256,800 291,900 321,700 365,100 

50 224,500 258,200 293,500 323,000 366,100 

51 225,400 259,400 294,800 324,200 367,100 

52 226,300 260,600 296,400 325,500 368,100 

53 226,600 261,600 297,700 326,600 368,900 

54 227,400 262,900 299,200 327,600 369,700 

55 228,000 264,200 300,600 328,700 370,600 

56 228,800 265,300 302,100 329,700 371,500 

57 229,500 266,100 303,100 330,200 372,000 

58 230,200 267,300 304,300 331,100 372,800 

59 230,800 268,500 305,500 331,900 373,600 

60 231,400 269,600 306,900 332,800 374,400 

61 232,100 270,500 308,200 333,600 374,800 

62 232,700 271,600 309,400 333,900 375,500 

63 233,300 272,700 310,700 334,500 376,200 

64 234,000 273,800 311,900 335,200 376,900 

65 234,600 274,600 313,300 335,800 377,300 

66 235,300 275,700 314,100 336,500 377,900 

67 236,000 276,600 314,900 337,200 378,600 

68 236,700 277,700 315,700 337,900 379,200 

69 237,300 278,700 316,300 338,600 379,600 

70 237,900 279,700 317,000 339,100 380,100 

71 238,500 280,800 317,700 339,700 380,600 

72 239,000 281,900 318,300 340,300 381,100 

73 239,600 282,500 319,000 340,600 381,700 

74 240,300 283,200 319,200 341,200 382,200 

75 241,000 283,700 319,800 341,700 382,800 

76 241,500 284,500 320,400 342,300 383,400 

77 241,900 285,300 321,000 342,800 383,900 

78 242,400 285,900 321,500 343,300 384,400 

79 242,900 286,500 322,000 343,800 384,900 

80 243,200 287,100 322,500 344,200 385,400 

81 243,500 287,800 323,100 344,500 385,700 

82 243,800 288,300 323,600 344,800 386,200 

83 244,100 288,700 324,000 345,200 386,600 

84 244,400 289,100 324,500 345,500 387,000 

85 244,700 289,300 325,000 346,000 387,400 



１５０ 

改 正 案 現   行 

86  290,700 326,500 347,300 388,900 

87  290,900 326,700 347,600 389,300 

88  291,100 327,000 347,900 389,700 

89  291,500 327,400 348,300 390,100 

90  291,700 327,800 348,600 390,600 

91  291,900 328,200 349,000 391,000 

92  292,100 328,600 349,300 391,400 

93  292,500 328,900 349,700 391,800 

94  292,700 329,100 350,000  

95  292,900 329,500 350,300  

96  293,200 329,800 350,600  

97  293,500 330,000 350,900  

98  293,700 330,300 351,300  

99  293,900 330,600 351,700  

100  294,200 330,900 352,100  

101  294,500 331,100 352,600  

102  294,700 331,400 353,000  

103  294,900 331,800 353,400  

104  295,200 332,000 353,800  

105  295,500 332,200 354,300  

106   332,400   

107   332,800   

108   333,000   

109   333,200   

110   333,600   

111   334,000   

112   334,400   

113   334,600   

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 

189,700 

円 

216,300 

円 

244,500 

円 

257,900 

円 

283,100 

 

86  289,500 325,400 346,300 387,900 

87  289,700 325,600 346,600 388,300 

88  289,900 326,000 346,900 388,700 

89  290,300 326,400 347,300 389,100 

90  290,500 326,800 347,600 389,600 

91  290,700 327,200 348,000 390,000 

92  290,900 327,600 348,300 390,400 

93  291,300 327,900 348,700 390,800 

94  291,500 328,100 349,000  

95  291,700 328,500 349,300  

96  292,000 328,800 349,600  

97  292,400 329,000 349,900  

98  292,700 329,300 350,300  

99  292,900 329,600 350,700  

100  293,200 329,900 351,100  

101  293,500 330,100 351,600  

102  293,700 330,400 352,000  

103  293,900 330,800 352,400  

104  294,200 331,000 352,800  

105  294,500 331,200 353,300  

106   331,400   

107   331,800   

108   332,000   

109   332,200   

110   332,600   

111   333,000   

112   333,400   

113   333,600   

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 

188,700 

円 

215,300 

円 

243,500 

円 

256,900 

円 

282,100 

 

備考 この表は、薬剤師、栄養士その他の職員

で規則で定めるものに適用する。 

備考 この表は、薬剤師、栄養士その他の職員

で規則で定めるものに適用する。 

別表第４（第４条関係） 別表第４（第４条関係） 

医療職給料表(3) 医療職給料表(3) 



１５１ 

改 正 案 現   行 

職員の

区分 

 職務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

1 183,500 211,000 253,600 272,400 293,800 

2 184,900 212,900 255,000 273,300 295,300 

3 186,400 214,900 256,500 274,100 296,900 

4 187,800 216,800 257,900 274,900 298,500 

5 189,300 218,800 259,100 275,400 299,800 

6 190,800 220,600 259,900 276,300 301,500 

7 192,300 222,400 260,700 277,000 303,100 

8 193,800 224,100 261,400 277,900 304,700 

9 195,000 225,800 262,100 278,800 306,300 

10 196,700 227,200 262,800 279,400 307,700 

11 198,300 228,500 263,600 280,300 308,900 

12 199,800 229,400 264,300 281,200 310,200 

13 201,200 230,800 265,100 282,100 311,400 

14 203,200 231,800 266,000 283,000 313,000 

15 205,300 232,800 266,800 283,900 314,600 

16 207,300 233,700 267,700 284,800 316,200 

17 209,300 234,800 268,200 285,800 317,700 

18 211,300 236,200 269,000 286,800 319,200 

19 213,400 237,600 269,800 287,800 320,700 

20 215,400 238,700 270,600 288,900 322,100 

21 217,300 239,800 271,300 290,200 323,500 

22 219,000 241,400 272,000 291,600 324,900 

23 220,700 243,100 272,700 292,800 326,400 

24 222,400 244,500 273,500 294,000 327,800 

25 223,700 245,700 274,300 295,100 329,200 

26 225,000 247,000 275,000 296,500 330,600 

27 226,100 248,400 275,800 297,900 332,000 

28 227,100 249,700 276,600 299,300 333,400 

29 228,200 251,100 277,600 300,300 334,500 

30 229,000 252,100 278,700 301,600 336,000 

31 229,800 252,900 280,100 302,900 337,400 

32 230,500 253,600 281,300 304,100 338,900 

33 231,600 254,400 282,500 305,300 340,400 

34 232,800 255,300 283,800 306,700 341,900 

職員の

区分 

 職務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 

1 169,900 197,000 243,600 265,700 288,400 

2 171,300 198,900 245,400 266,600 290,000 

3 172,800 200,900 247,200 267,500 291,600 

4 174,200 202,800 249,000 268,400 293,400 

5 175,600 204,900 250,400 268,900 295,000 

6 177,100 206,900 251,700 269,900 296,800 

7 178,600 209,100 252,800 270,600 298,500 

8 180,100 211,200 254,100 271,500 300,200 

9 181,300 213,200 254,900 272,600 301,900 

10 183,000 214,600 255,800 273,200 303,500 

11 184,600 216,000 256,700 274,200 304,800 

12 186,100 217,200 257,500 275,200 306,100 

13 187,500 218,600 258,600 276,200 307,600 

14 189,500 220,000 259,600 277,200 309,200 

15 191,500 221,500 260,400 278,200 311,000 

16 193,500 222,700 261,300 279,300 312,800 

17 195,500 224,100 261,800 280,600 314,500 

18 197,500 225,600 262,700 281,800 316,100 

19 199,500 227,100 263,500 282,800 317,800 

20 201,500 228,600 264,300 284,000 319,500 

21 203,500 229,700 265,200 285,500 320,900 

22 205,400 231,400 265,900 287,100 322,400 

23 207,500 233,100 266,800 288,400 323,900 

24 209,600 234,700 267,600 289,700 325,400 

25 211,200 236,000 268,600 290,800 326,800 

26 212,500 237,700 269,400 292,400 328,200 

27 213,700 239,400 270,300 294,100 329,700 

28 215,000 241,100 271,300 295,600 331,300 

29 216,200 242,700 272,500 296,600 332,400 

30 217,300 244,100 273,700 298,000 333,900 

31 218,600 245,400 275,200 299,400 335,300 

32 219,700 246,500 276,500 300,900 336,800 

33 221,000 247,500 278,000 302,300 338,400 

34 222,300 248,600 279,400 303,800 339,900 



１５２ 

改 正 案 現   行 

35 233,900 256,200 284,900 308,100 343,400 

36 234,900 256,900 286,100 309,500 344,900 

37 235,900 257,600 287,500 310,800 346,500 

38 237,200 258,500 288,600 312,100 348,100 

39 238,500 259,400 289,700 313,500 349,600 

40 239,700 260,300 290,700 314,900 351,100 

41 240,500 260,700 291,700 316,400 352,300 

42 241,500 261,500 292,900 317,800 353,800 

43 242,500 262,300 294,100 319,200 355,300 

44 243,500 263,000 295,300 320,500 356,700 

45 244,500 263,700 296,400 321,300 358,100 

46 245,500 264,400 297,700 322,700 359,100 

47 246,400 265,100 299,000 324,100 360,500 

48 247,200 265,800 300,200 325,600 361,800 

49 248,000 266,500 301,300 326,700 363,100 

50 248,900 267,300 302,500 328,000 364,500 

51 249,800 268,000 303,700 329,300 365,800 

52 250,600 268,900 305,000 330,600 367,100 

53 251,200 269,800 306,400 331,900 368,600 

54 252,100 270,900 307,700 333,200 369,800 

55 253,000 272,000 309,000 334,500 370,900 

56 253,800 273,200 310,200 335,800 372,100 

57 254,500 274,400 311,000 336,700 373,200 

58 255,400 275,800 312,200 338,000 374,100 

59 256,000 277,100 313,400 339,200 375,100 

60 256,800 278,400 314,800 340,500 376,000 

61 257,500 279,600 315,900 341,500 376,600 

62 258,200 280,800 317,200 342,400 377,400 

63 258,900 281,900 318,400 343,500 378,200 

64 259,600 283,000 319,600 344,700 379,000 

65 260,200 284,000 320,800 345,800 379,700 

66 260,900 285,200 322,100 347,000 380,400 

67 261,500 286,400 323,300 348,200 381,200 

68 262,100 287,400 324,500 349,200 381,900 

69 262,700 288,400 325,200 350,200 382,500 

70 263,300 289,800 326,300 351,200 383,100 

71 264,100 291,100 327,400 352,300 383,800 

72 264,900 292,300 328,300 353,400 384,400 

35 223,600 249,500 280,600 305,400 341,500 

36 224,900 250,500 281,800 307,000 343,000 

37 226,000 251,200 283,300 308,300 344,700 

38 227,400 252,200 284,500 309,700 346,300 

39 228,700 253,100 285,900 311,100 347,800 

40 230,100 254,100 287,100 312,700 349,400 

41 231,000 254,500 288,100 314,200 350,600 

42 232,400 255,400 289,400 315,600 352,100 

43 233,700 256,200 290,700 317,000 353,600 

44 235,100 256,900 292,100 318,500 355,000 

45 236,300 257,700 293,400 319,300 356,600 

46 237,700 258,400 294,800 320,700 357,600 

47 239,000 259,300 296,300 322,100 359,100 

48 240,300 260,100 297,800 323,600 360,400 

49 241,200 260,900 298,900 324,700 361,800 

50 242,300 261,800 300,200 326,100 363,200 

51 243,300 262,700 301,400 327,400 364,500 

52 244,300 263,700 302,800 328,700 365,900 

53 245,000 264,800 304,200 330,100 367,400 

54 246,000 266,000 305,500 331,500 368,600 

55 246,900 267,300 306,900 332,900 369,700 

56 247,800 268,600 308,300 334,200 370,900 

57 248,500 270,000 309,100 335,100 372,000 

58 249,500 271,500 310,300 336,400 372,900 

59 250,100 272,900 311,500 337,600 373,900 

60 250,900 274,300 312,900 338,900 374,900 

61 251,700 275,600 314,000 340,000 375,500 

62 252,500 276,900 315,300 340,900 376,300 

63 253,300 278,300 316,600 342,100 377,100 

64 254,100 279,400 317,800 343,400 377,900 

65 254,800 280,500 319,100 344,500 378,600 

66 255,500 281,800 320,400 345,700 379,300 

67 256,300 283,100 321,700 346,900 380,100 

68 257,000 284,400 323,000 348,000 380,800 

69 257,800 285,500 323,700 349,000 381,400 

70 258,600 287,000 324,800 350,000 382,000 

71 259,500 288,500 325,900 351,100 382,700 

72 260,500 289,900 326,800 352,200 383,300 



１５３ 

改 正 案 現   行 

73 266,100 293,300 329,400 354,200 385,100 

74 267,200 294,600 330,100 355,300 385,600 

75 268,200 295,800 331,200 356,400 386,200 

76 269,200 297,000 332,300 357,400 386,700 

77 270,100 298,300 333,400 358,100 387,100 

78 271,000 299,500 334,600 358,900 387,700 

79 271,900 300,700 335,700 359,700 388,200 

80 272,800 301,900 336,800 360,400 388,500 

81 273,600 302,400 337,900 361,000 388,800 

82 274,500 303,600 339,000 361,500 389,300 

83 275,400 304,700 340,000 362,100 389,700 

84 276,000 305,800 341,100 362,600 390,000 

85 276,700 306,900 342,000 363,200 390,300 

86 277,400 308,100 343,000 363,700 390,800 

87 278,100 309,300 343,900 364,300 391,300 

88 278,800 310,400 344,900 364,800 391,700 

89 279,600 311,500 345,800 365,200 392,000 

90 280,400 312,700 346,600 365,600 392,400 

91 281,200 313,900 347,400 366,200 392,900 

92 282,000 315,000 348,200 366,700 393,300 

93 282,800 315,800 348,800 367,000 393,700 

94 283,800 316,500 349,400 367,500  

95 284,700 317,200 350,100 367,900  

96 285,600 317,800 350,700 368,200  

97 286,200 318,300 351,100 368,800  

98 286,800 318,600 351,500 369,300  

99 287,400 319,200 352,000 369,800  

100 288,300 319,800 352,400 370,300  

101 289,100 320,200 352,900 370,900  

102 289,900 320,800 353,300 371,400  

103 290,700 321,400 353,800 371,900  

104 291,500 321,900 354,200 372,300  

105 292,100 322,300 354,500 372,900  

106 292,600 322,800 355,000 373,400  

107 293,100 323,300 355,400 373,900  

108 293,500 323,800 355,700 374,400  

109 293,700 324,200 356,200 375,000  

110 294,000 324,600 356,700 375,400  

73 261,800 290,900 328,100 353,000 384,000 

74 263,100 292,300 328,800 354,100 384,500 

75 264,200 293,500 329,900 355,200 385,100 

76 265,300 294,800 331,100 356,300 385,600 

77 266,200 296,200 332,200 357,000 386,000 

78 267,200 297,500 333,400 357,800 386,600 

79 268,400 298,700 334,500 358,600 387,100 

80 269,400 300,000 335,700 359,300 387,400 

81 270,300 300,500 336,800 359,900 387,700 

82 271,200 301,700 337,900 360,400 388,200 

83 272,200 302,800 338,900 361,000 388,600 

84 273,100 304,000 340,000 361,500 388,900 

85 273,900 305,100 340,900 362,100 389,200 

86 274,700 306,300 341,900 362,600 389,700 

87 275,600 307,500 342,800 363,200 390,200 

88 276,500 308,600 343,800 363,700 390,600 

89 277,300 309,900 344,800 364,100 390,900 

90 278,200 311,100 345,600 364,500 391,300 

91 279,000 312,300 346,400 365,100 391,800 

92 280,000 313,500 347,200 365,600 392,200 

93 280,900 314,300 347,800 365,900 392,600 

94 281,900 315,000 348,400 366,400  

95 282,800 315,700 349,100 366,800  

96 283,800 316,300 349,700 367,100  

97 284,400 317,000 350,100 367,700  

98 285,200 317,300 350,500 368,200  

99 285,800 317,900 351,000 368,700  

100 286,700 318,600 351,400 369,200  

101 287,500 319,000 351,900 369,800  

102 288,300 319,600 352,300 370,300  

103 289,100 320,200 352,800 370,800  

104 289,900 320,800 353,200 371,200  

105 290,600 321,200 353,500 371,800  

106 291,100 321,700 354,000 372,300  

107 291,600 322,200 354,400 372,800  

108 292,100 322,700 354,700 373,300  

109 292,300 323,100 355,200 373,900  

110 292,600 323,500 355,700 374,300  



１５４ 

改 正 案 現   行 

111 294,200 324,900 357,200 375,900  

112 294,500 325,200 357,700 376,400  

113 294,800 325,500 358,200 377,000  

114 295,000 325,900 358,700   

115 295,300 326,300 359,200   

116 295,500 326,600 359,600   

117 295,800 326,800 360,000   

118 296,100 327,100 360,400   

119 296,400 327,500 360,900   

120 296,700 327,700 361,400   

121 297,000 327,900 361,800   

122 297,400 328,200 362,300   

123 297,700 328,500 362,800   

124 298,100 328,800 363,300   

125 298,300 329,000 363,600   

126 298,500 329,300    

127 298,800 329,700    

128 299,200 329,900    

129 299,400 330,100    

130 299,700 330,300    

131 300,100 330,700    

132 300,500 330,900    

133 300,700 331,200    

134 301,000 331,600    

135 301,400 332,000    

136 301,700 332,400    

137 301,900 332,700    

138 302,200 333,100    

139 302,600 333,500    

140 302,900 333,900    

141 303,100 334,200    

142 303,500 334,600    

143 303,900 334,900    

144 304,200 335,300    

145 304,400 335,600    

146 304,600 336,000    

147 304,900 336,400    

148 305,300 336,800    

111 292,800 323,800 356,200 374,800  

112 293,200 324,100 356,700 375,300  

113 293,500 324,500 357,200 375,900  

114 293,700 324,900 357,700   

115 294,100 325,300 358,200   

116 294,400 325,600 358,600   

117 294,700 325,800 359,000   

118 295,000 326,100 359,400   

119 295,300 326,500 359,900   

120 295,700 326,700 360,400   

121 296,000 326,900 360,800   

122 296,400 327,200 361,300   

123 296,700 327,500 361,800   

124 297,100 327,800 362,300   

125 297,300 328,000 362,600   

126 297,500 328,300    

127 297,800 328,700    

128 298,200 328,900    

129 298,400 329,100    

130 298,700 329,300    

131 299,100 329,700    

132 299,500 329,900    

133 299,700 330,200    

134 300,000 330,600    

135 300,400 331,000    

136 300,700 331,400    

137 300,900 331,700    

138 301,200 332,100    

139 301,600 332,500    

140 301,900 332,900    

141 302,100 333,200    

142 302,500 333,600    

143 302,900 333,900    

144 303,200 334,300    

145 303,400 334,600    

146 303,600 335,000    

147 303,900 335,400    

148 304,300 335,800    



１５５ 

改 正 案 現   行 

149 305,500 337,100    

150 305,700 337,500    

151 306,000 337,900    

152 306,300 338,300    

153 306,700 338,600    

154 306,900     

155 307,100     

156 307,400     

157 307,700     

158 308,000     

159 308,300     

160 308,600     

161 309,000     

162 309,300     

163 309,600     

164 309,900     

165 310,300     

166 310,600     

167 310,900     

168 311,200     

169 311,600     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 

236,100 

円 

256,400 

円 

263,600 

円 

273,800 

円 

290,100 

 

149 304,500 336,100    

150 304,700 336,500    

151 305,000 336,900    

152 305,300 337,300    

153 305,700 337,600    

154 305,900     

155 306,100     

156 306,400     

157 306,700     

158 307,000     

159 307,300     

160 307,600     

161 308,000     

162 308,300     

163 308,600     

164 308,900     

165 309,300     

166 309,600     

167 309,900     

168 310,200     

169 310,600     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 

235,100 

円 

255,400 

円 

262,600 

円 

272,800 

円 

289,100 

 

備考 この表は、保健師、看護師、准看護師そ

の他の職員で規則で定めるものに適用する。 

備考 この表は、保健師、看護師、准看護師そ

の他の職員で規則で定めるものに適用する。 

別表第５（第４条関係） 別表第５（第４条関係） 

教育職給料表 教育職給料表 

職員の 

区分 

 職務 

の級 

1級 2級 3級 4級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

 円 円 円 円 

1 177,200 193,400 303,200 408,500 

2 178,700 195,500 305,800 410,000 

3 180,300 197,600 308,600 411,500 

4 181,800 199,800 311,000 412,900 

職員の 

区分 

 職務 

の級 

1級 2級 3級 4級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

 円 円 円 円 

1 164,400 180,200 296,000 406,700 

2 165,900 182,300 298,600 408,200 

3 167,400 184,400 301,400 409,700 

4 168,900 186,600 303,800 411,200 



１５６ 

改 正 案 現   行 

5 183,400 201,900 313,300 414,200 

6 185,300 204,000 315,400 415,600 

7 187,100 206,100 317,500 417,000 

8 189,000 208,200 319,600 418,400 

9 190,700 210,400 321,600 419,800 

10 192,800 212,800 323,800 421,200 

11 194,800 215,100 326,100 422,600 

12 196,800 217,300 328,400 423,900 

13 198,800 219,700 330,600 425,200 

14 200,900 221,400 332,400 426,600 

15 203,000 222,900 334,200 428,000 

16 205,100 224,400 335,900 429,400 

17 207,300 226,100 337,600 430,600 

18 209,400 227,400 339,600 431,900 

19 211,600 228,600 341,600 433,100 

20 213,500 229,900 343,600 434,400 

21 215,700 231,600 345,600 435,500 

22 217,300 233,300 347,200 436,700 

23 218,800 235,000 348,800 438,000 

24 220,300 236,600 350,300 439,300 

25 221,800 238,100 351,800 440,600 

26 222,900 240,100 353,600 441,800 

27 224,000 242,000 355,300 442,800 

28 225,200 243,900 357,000 443,900 

29 226,700 245,600 358,600 445,100 

30 228,200 248,000 360,200 445,900 

31 229,700 250,400 361,800 446,700 

32 231,200 252,800 363,300 447,600 

33 232,500 255,200 364,600 448,500 

34 234,100 257,600 366,100 449,000 

35 235,800 259,900 367,600 449,500 

36 237,200 262,100 369,300 450,000 

37 238,500 264,300 371,000 450,500 

38 239,900 266,500 372,500  

39 241,300 268,900 373,800  

40 242,700 271,000 375,200  

41 244,000 273,300 376,300  

42 245,300 275,600 377,700  

5 170,500 188,600 306,300 412,600 

6 172,400 190,600 308,400 414,000 

7 174,200 192,700 310,700 415,500 

8 176,000 194,800 312,800 417,100 

9 177,700 197,000 314,900 418,500 

10 179,800 199,600 317,200 419,900 

11 181,800 202,200 319,600 421,300 

12 183,700 204,800 322,100 422,600 

13 185,600 207,400 324,500 423,900 

14 187,700 209,100 326,400 425,300 

15 189,800 210,700 328,300 426,700 

16 191,900 212,400 330,400 428,100 

17 194,100 214,200 332,200 429,300 

18 196,400 215,800 334,400 430,600 

19 198,900 217,500 336,500 431,800 

20 201,200 219,100 338,500 433,100 

21 203,600 220,900 340,600 434,200 

22 205,200 222,800 342,400 435,400 

23 206,900 224,700 344,200 436,700 

24 208,600 226,600 345,800 438,000 

25 210,100 228,100 347,500 439,300 

26 211,500 230,100 349,300 440,500 

27 213,100 232,100 351,200 441,500 

28 214,600 234,100 353,100 442,600 

29 216,300 235,900 354,900 443,800 

30 218,000 238,600 356,700 444,600 

31 219,700 241,300 358,400 445,400 

32 221,400 244,000 360,300 446,300 

33 222,700 246,600 361,600 447,200 

34 224,400 249,400 363,300 447,700 

35 226,100 252,000 364,800 448,200 

36 227,700 254,700 366,600 448,700 

37 229,100 257,000 368,500 449,200 

38 230,800 259,400 370,000  

39 232,500 261,900 371,300  

40 234,200 264,100 372,900  

41 235,800 266,600 374,000  

42 237,500 268,900 375,400  



１５７ 

改 正 案 現   行 

43 246,500 277,800 379,100  

44 247,800 279,900 380,600  

45 249,100 282,000 382,000  

46 250,400 284,200 383,600  

47 251,600 286,300 385,100  

48 252,700 288,200 386,600  

49 253,800 290,300 387,900  

50 255,100 292,000 389,400  

51 256,400 293,800 390,800  

52 257,400 295,500 392,100  

53 258,500 296,800 393,300  

54 259,900 298,800 394,600  

55 260,900 300,700 395,700  

56 261,900 302,700 396,800  

57 262,900 304,700 398,000  

58 263,900 306,800 399,200  

59 264,900 309,000 400,400  

60 265,900 311,200 401,600  

61 266,800 313,300 402,700  

62 267,500 315,600 403,700  

63 268,200 317,800 405,000  

64 268,800 319,900 406,200  

65 269,500 322,000 407,400  

66 270,700 323,500 408,500  

67 271,800 325,000 409,600  

68 272,900 326,500 410,700  

69 274,200 328,200 411,700  

70 275,600 330,200 412,900  

71 276,800 332,200 414,100  

72 278,000 334,100 415,300  

73 278,800 335,900 415,900  

74 279,700 337,900 416,700  

75 280,700 339,800 417,400  

76 281,700 341,700 417,900  

77 282,600 343,400 418,200  

78 283,600 345,200 418,600  

79 284,700 346,900 419,000  

80 285,500 348,600 419,400  

43 239,100 271,100 376,800  

44 240,700 273,200 378,300  

45 242,300 275,300 379,700  

46 243,800 277,500 381,300  

47 245,100 279,600 382,900  

48 246,400 281,500 384,400  

49 247,500 283,800 385,800  

50 248,800 285,500 387,300  

51 250,200 287,400 388,800  

52 251,300 289,200 390,200  

53 252,400 290,600 391,400  

54 253,800 292,700 392,700  

55 254,800 294,700 393,800  

56 255,800 296,900 394,900  

57 257,000 298,900 396,300  

58 258,000 301,300 397,500  

59 259,100 303,500 398,700  

60 260,100 306,100 400,000  

61 261,300 308,300 401,200  

62 262,000 310,700 402,200  

63 262,900 313,000 403,600  

64 263,500 315,200 404,900  

65 264,500 317,300 406,100  

66 265,900 319,100 407,200  

67 267,000 320,700 408,400  

68 268,300 322,300 409,500  

69 269,800 324,200 410,500  

70 271,300 326,300 411,700  

71 272,600 328,400 412,900  

72 274,000 330,400 414,100  

73 274,800 332,500 414,700  

74 275,800 334,600 415,500  

75 277,000 336,800 416,200  

76 278,000 339,000 416,700  

77 279,200 340,700 417,000  

78 280,200 342,600 417,400  

79 281,400 344,300 417,800  

80 282,300 346,100 418,200  



１５８ 

改 正 案 現   行 

81 286,300 350,400 419,700  

82 287,100 352,100 420,100  

83 287,900 353,500 420,500  

84 288,700 355,100 420,800  

85 289,600 356,300 421,100  

86 290,400 357,900 421,500  

87 291,100 359,400 421,900  

88 291,900 360,900 422,200  

89 292,800 362,200 422,500  

90 293,700 363,500 422,800  

91 294,600 364,800 423,100  

92 295,300 366,200 423,300  

93 295,600 367,600 423,500  

94 296,300 368,900   

95 297,000 370,100   

96 297,700 371,200   

97 298,400 372,200   

98 299,200 373,200   

99 300,000 374,200   

100 300,700 375,100   

101 301,400 375,900   

102 301,800 376,900   

103 302,200 377,800   

104 302,600 378,700   

105 302,800 379,500   

106 303,100 380,400   

107 303,400 381,300   

108 303,600 382,200   

109 303,800 383,000   

110 304,000 384,000   

111 304,300 384,900   

112 304,600 385,800   

113 304,800 386,400   

114 305,000 387,300   

115 305,200 388,200   

116 305,500 389,100   

117 305,800 389,900   

118 306,000 390,600   

81 283,500 347,900 418,500  

82 284,300 349,700 418,900  

83 285,300 351,100 419,300  

84 286,300 352,900 419,600  

85 287,200 354,100 419,900  

86 288,100 355,700 420,300  

87 288,800 357,200 420,700  

88 289,800 358,700 421,000  

89 290,800 360,000 421,300  

90 291,700 361,300 421,600  

91 292,600 362,700 421,900  

92 293,400 364,100 422,100  

93 293,700 365,600 422,300  

94 294,400 366,900   

95 295,100 368,200   

96 295,900 369,400   

97 296,700 370,400   

98 297,500 371,400   

99 298,300 372,400   

100 299,000 373,400   

101 299,900 374,300   

102 300,400 375,300   

103 300,900 376,300   

104 301,400 377,300   

105 301,600 378,100   

106 302,000 379,000   

107 302,300 379,900   

108 302,500 380,900   

109 302,700 381,700   

110 302,900 382,700   

111 303,200 383,700   

112 303,500 384,700   

113 303,700 385,300   

114 303,900 386,200   

115 304,100 387,100   

116 304,400 388,000   

117 304,700 388,800   

118 305,000 389,500   



１５９ 

改 正 案 現   行 

119 306,300 391,400   

120 306,600 392,200   

121 306,800 392,800   

122 307,000 393,600   

123 307,200 394,300   

124 307,500 395,000   

125 307,800 395,600   

126  396,300   

127  396,800   

128  397,400   

129  398,100   

130  398,700   

131  399,200   

132  399,700   

133  400,000   

134  400,300   

135  400,600   

136  400,900   

137  401,200   

138  401,500   

139  401,800   

140  402,100   

141  402,400   

142  402,700   

143  403,000   

144  403,300   

145  403,500   

146  403,800   

147  404,100   

148  404,300   

149  404,500   

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

226,200 

円 

272,100 

円 

325,500 

円 

406,600 

 

119 305,300 390,300   

120 305,600 391,100   

121 305,800 391,700   

122 306,000 392,500   

123 306,200 393,200   

124 306,500 393,900   

125 306,800 394,500   

126  395,200   

127  395,700   

128  396,300   

129  397,000   

130  397,600   

131  398,100   

132  398,600   

133  398,900   

134  399,200   

135  399,500   

136  399,800   

137  400,100   

138  400,400   

139  400,700   

140  401,000   

141  401,300   

142  401,600   

143  401,900   

144  402,200   

145  402,400   

146  402,700   

147  403,000   

148  403,200   

149  403,400   

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 

225,200 

円 

271,100 

円 

324,400 

円 

405,200 

 

備考  

  (1) この表は、教育委員会に勤務する職員で

備考  

  (1) この表は、教育委員会に勤務する職員で



１６０ 

改 正 案 現   行 

市町村立の小学校又は中学校の校長、教頭

又は教諭から任命されたものに適用する。 

  (2) この表の適用を受ける職員のうち、その

職務の級が３級である職員の給料月額は、

この表の額に７,５００円をそれぞれ加算

した額とする。 

市町村立の小学校又は中学校の校長、教頭

又は教諭から任命されたものに適用する。 

  (2) この表の適用を受ける職員のうち、その

職務の級が３級である職員の給料月額は、

この表の額に７,５００円をそれぞれ加算

した額とする。 

 

 

 (2) おいらせ町一般職の職員の給与に関する条例 新旧対照表（抜粋） 第２条関係 

改 正 案 現   行 

（期末手当） （期末手当） 

第２６条 略 第２６条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分

の１２２．５を乗じて得た額に、基準日以前６

箇月以内の期間における当該職員の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月

に支給する場合には１００分の１２０、１２

月に支給する場合には１００分の１２５を乗

じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間

における当該職員の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

(1)～(4) 略  (1)～(4) 略  

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「１００分の

１２２．５」とあるのは「１００分の６８．７

５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「１００分

の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」

と、「１００分の１２５」とあるのは「１０

０分の７０」とする。 

４～６ 略  ４～６ 略  

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２９条 略 第２９条 略 

２ 略 ２ 略 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤

務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退

職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、

又は死亡した日現在。次項において同じ。）

において受けるべき扶養手当の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額を加算

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤

務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在

（退職し、又は死亡した職員にあっては、

退職し、又は死亡した日現在。次項におい

て同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合



１６１ 

改 正 案 現   行 

した額に１００分の９７．５を乗じて得た額

の総額 

計額を加算した額に、６月に支給する場合

には１００分の９５、１２月に支給する場

合には１００分の１００を乗じて得た額の

総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤

務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員

の勤勉手当基礎額に１００分の４６．２５を

乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤

務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員

の勤勉手当基礎額に、６月に支給する場合

には１００分の４５、１２月に支給する場

合には１００分の４７．５を乗じて得た額

の総額 

３～５ 略 ３～５ 略 

  

（法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員

の給与） 

（法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員

の給与） 

第３１条の２ 法第２２条の２第１項第２号に

掲げる職員の受ける給与は、給料、地域手当、

通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休

日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末

手当及び勤勉手当とする。 

第３１条の２ 法第２２条の２第１項第２号に

掲げる職員の受ける給与は、給料、地域手当、

通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、

休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及

び期末手当とする。 

２ 略 ２ 略 

 （法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員の

給与） 

（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員

の給与） 

第３１条の３ 法第２２条の２第１項第１号に

掲げる職員の受ける給与は、報酬、期末手当及

び勤勉手当とする。 

第３１条の３ 法第２２条の２第１項第１号に

掲げる職員の受ける給与は、報酬及び期末手

当とする。 

２ 略 ２ 略 

 

 

 (3) おいらせ町職員の育児休業等に関する条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支

給） 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支

給） 

第７条 略 第７条 略 

２ 給与条例第２９条に規定するそれぞれの基

準日に育児休業をしている職員のうち、基準

日以前６箇月以内の期間において勤務した期

間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手

２ 給与条例第２９条に規定するそれぞれの基

準日に育児休業をしている職員（地方公務員

法第２２条の２第１項に規定する会計年度任

用職員を除く。）のうち、基準日以前６箇月



１６２ 

改 正 案 現   行 

当を支給する。 

 

以内の期間において勤務した期間がある職員

には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

 

 

  



１６３ 

５ 議案第５５号関係 

 おいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例について 

 (1) おいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例 新旧対照表（抜粋） 第１条関係 

改 正 案 現   行 

（通勤手当、期末手当等） （通勤手当、期末手当等） 

第７条 略 第７条 略 

２ 前項に規定する通勤手当、寒冷地手当及び

期末手当の支給方法については、おいらせ町

一般職の職員の給与に関する条例（平成１８

年おいらせ町条例第４３号。以下「給与条例」

という。）の適用を受ける職員の例による。

この場合において、給与条例第２６条第２項

中「１００分の１２５」とあるのは「１００

分の１６７．５」とし、期末手当基礎額は、

同条第４項及び第５項の規定にかかわらず、

給料月額にその１００分の２０の割合を乗じ

て得た額を加算した額とする。 

２ 前項に規定する通勤手当、寒冷地手当及び

期末手当の支給方法については、おいらせ町

一般職の職員の給与に関する条例（平成１８

年おいらせ町条例第４３号。以下「給与条例」

という。）の適用を受ける職員の例による。

この場合において、給与条例第２６条第２項

中「１００分の１２０」とあるのは「１００

分の１６２．５」とし、期末手当基礎額は、

同条第４項及び第５項の規定にかかわらず、

給料月額にその１００分の２０の割合を乗じ

て得た額を加算した額とする。 

 

 

 (2) おいらせ町特別職の職員の給料等に関する条例 新旧対照表（抜粋） 第２条関係 

改 正 案 現   行 

（通勤手当、期末手当等） （通勤手当、期末手当等） 

第７条 略 第７条 略 

２ 前項に規定する通勤手当、寒冷地手当及び

期末手当の支給方法については、おいらせ町

一般職の職員の給与に関する条例（平成１８

年おいらせ町条例第４３号。以下「給与条例」

という。）の適用を受ける職員の例による。

この場合において、給与条例第２６条第２項

中「１００分の１２２．５」とあるのは「１

００分の１６５」とし、期末手当基礎額は、

同条第４項及び第５項の規定にかかわらず、

給料月額にその１００分の２０の割合を乗じ

て得た額を加算した額とする。 

２ 前項に規定する通勤手当、寒冷地手当及び

期末手当の支給方法については、おいらせ町

一般職の職員の給与に関する条例（平成１８

年おいらせ町条例第４３号。以下「給与条例」

という。）の適用を受ける職員の例による。

この場合において、給与条例第２６条第２項

中「１００分の１２５」とあるのは「１００

分の１６７．５」とし、期末手当基礎額は、

同条第４項及び第５項の規定にかかわらず、

給料月額にその１００分の２０の割合を乗じ

て得た額を加算した額とする。 

 

  



１６４ 

６ 議案第５６号関係 

 おいらせ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

について 

 (1) おいらせ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 新旧対照表（抜

粋） 第１条関係 

改 正 案 現   行 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 略 第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（基

準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した議

員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）

において、議員報酬の月額及び議員報酬の月

額に１００分の２０を超えない範囲内で町長

が定める割合を乗じて得た額の合計額に１０

０分の１６７．５を乗じて得た額に、基準日

以前６箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（基

準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した議

員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）

において、議員報酬の月額及び議員報酬の月

額に１００分の２０を超えない範囲内で町長

が定める割合を乗じて得た額の合計額に１０

０分の１６２．５を乗じて得た額に、基準日

以前６箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

 

 

 (2) おいらせ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 新旧対照表（抜

粋） 第２条関係 

改 正 案 現   行 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 略 第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（基

準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した議

員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）

において、議員報酬の月額及び議員報酬の月

額に１００分の２０を超えない範囲内で町長

が定める割合を乗じて得た額の合計額に１０

０分の１６５を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（基

準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した議

員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）

において、議員報酬の月額及び議員報酬の月

額に１００分の２０を超えない範囲内で町長

が定める割合を乗じて得た額の合計額に１０

０分の１６７．５を乗じて得た額に、基準日

以前６箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

 

  



１６５ 

７ 議案第５７号関係 

 おいらせ町職員の特殊勤務手当に関する条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（特殊勤務手当の種類） （特殊勤務手当の種類） 

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりと

する。 

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりと

する。 

(1) 感染症等防疫作業手当 (1) 防疫等作業手当 

(2) 待機手当 (2) 待機手当 

(3) 診療手当 (3) 診療手当 

(4) 手術手当 (4) 手術手当 

(5) 夜間看護手当 (5) 夜間看護手当 

(6) 死体処理手当 (6) 死体処理手当 

（感染症等防疫作業手当） （防疫等作業手当） 

第３条 感染症等防疫作業手当は、次に揚げる

場合に支給する。 

 (1) 職員が、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成１０年法

律第１１４号）第６条第２項から第４項に

定める感染症及び町長がこれらに相当する

と認める感染症（以下「感染症」という。）

が発生し、又は発生するおそれのある場合

において、感染症の患者、疑似症患者若し

くは無症状病原体保有者の救護又は感染症

の病原体の付着した物件若しくは付着の疑

いのある物件の処理作業に従事したとき。 

 (2) 職員が、家畜伝染病予防法（昭和２６年

法律第１６６号）第２条に定める家畜伝染

病（以下「家畜伝染病」という。）が発生

し、又は発生するおそれのある場合におい

て、家畜伝染病の病菌を有する家畜又は家

畜伝染病の病菌を有する疑いのある家畜に

対する防疫作業に従事したとき。 

第３条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成１０年法律第１１４号）第６条第２項及び

第３項に定める感染症並びに町長がこれらに

相当すると認める感染症（以下「感染症」と

いう。）の病原体に汚染されている区域又は

汚染されるおそれのある区域において、感染

症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救

護又は当該病原体の付着した物件若しくは付

着の疑いのある物件の処理作業に従事する職

員に支給する。 

２ 前項に定める作業に従事し、支給される手

当の額は、作業に従事した日１日につき６０

０円の範囲内で規則で定める。 

 

２ 前項に定める作業に従事し、支給される手

当の額は、作業に従事した日１日につき２１

０円とする。 

 

  

附 則 附 則 



１６６ 

改 正 案 現   行 

１・２ 略 １・２ 略 

（感染症等防疫作業手当の特例） （防疫等作業手当の特例） 

３ 職員が、特定新型インフルエンザ等（新型

インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４

年法律第３１号）第２条第１号に規定する新

型インフルエンザ等で、当該新型インフルエ

ンザ等に係る同法第１５条第１項に規定する

政府対策本部が設置されたもの（町長が定め

るものに限る。）をいう。）から住民の生命

及び健康を保護するために行われた措置に係

る作業であって、町長が定めるものに従事し

たときは、感染症等防疫作業手当を支給する。

この場合において、第３条の規定は適用しな

い。 

３ 職員が、特定新型インフルエンザ等（新型

インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４

年法律第３１号）第２条第１号に規定する新

型インフルエンザ等で、当該新型インフルエ

ンザ等に係る同法第１５条第１項に規定する

政府対策本部が設置されたもの（町長が定め

るものに限る。）をいう。）から住民の生命

及び健康を保護するために行われた措置に係

る作業であって、町長が定めるものに従事し

たときは、防疫等作業手当を支給する。この

場合において、第３条の規定は適用しない。 

 

  



１６７ 

８ 議案第５８号関係 

 おいらせ町甲洋・下田小学校区子育て世代定住助成金交付条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行す

る。 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行す

る。 

（条例の失効） （条例の失効） 

２ この条例は、令和９年３月３１日限り、そ

の効力を失う。ただし、第６条から第８条の

規定は、同日後もなおその効力を有する。 

２ この条例は、令和６年３月３１日限り、そ

の効力を失う。ただし、第６条から第８条の

規定は、同日後もなおその効力を有する。 

 

  



１６８ 

９ 議案第５９号関係 

 おいらせ町国民健康保険税条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（特別徴収） （特別徴収） 

第１４条 当該年度の初日において、国民健康保

険税の納税義務者が老齢等年金給付（地方税法

施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」

という。）第５６条の８９の２第１項及び第２

項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同

じ。）の支払を受けている年齢６５歳以上の国

民健康保険の被保険者である世帯主（災害その

他の特別の事情があることにより、特別徴収の

方法によって国民健康保険税を徴収すること

が著しく困難であると認めるものその他同条

に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被

保険者」という。）である場合においては、当

該世帯主に対して課する国民健康保険税を特

別徴収の方法によって徴収する。 

第１４条 当該年度の初日において、国民健康保

険税の納税義務者が老齢等年金給付（地方税法

施行令（昭和２５年政令第２４５号）第５６条

の８９の２第１項及び第２項に規定する老齢

等年金給付をいう。以下同じ。）の支払を受け

ている年齢６５歳以上の国民健康保険の被保

険者である世帯主（災害その他の特別の事情が

あることにより、特別徴収の方法によって国民

健康保険税を徴収することが著しく困難であ

ると認めるものその他同条に規定するものを

除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。）

である場合においては、当該世帯主に対して課

する国民健康保険税を特別徴収の方法によっ

て徴収する。 

２ 略 ２ 略 

  

（既に特別徴収対象被保険者であった者に係

る仮徴収） 

（既に特別徴収対象被保険者であった者に係

る仮徴収） 

第１８条 当該年度の初日の属する年の前年の

１０月１日からその翌年の３月３１日までの

間における特別徴収対象年金給付の支払の際、

支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴

収対象被保険者について、当該支払回数割保険

税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当

該年度の初日からその日の属する年の９月３

０日までの間において支払われる場合におい

ては、その支払に係る国民健康保険税額とし

て、地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下「施行規則」という。）第２４条

の３６に規定する額を、特別徴収の方法によっ

て徴収する。 

第１８条 当該年度の初日の属する年の前年の

１０月１日からその翌年の３月３１日までの

間における特別徴収対象年金給付の支払の際、

支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴

収対象被保険者について、当該支払回数割保険

税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当

該年度の初日からその日の属する年の９月３

０日までの間において支払われる場合におい

ては、その支払に係る国民健康保険税額とし

て、地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号）第２４条の３６に規定する額を、特別

徴収の方法によって徴収する。 

２ 略 ２ 略 

  

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 略 第２３条 略 



１６９ 

改 正 案 現   行 

２ 略 ２ 略 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に令第

５６条の８９第４項に規定する出産被保険者

（以下「出産被保険者」という。）が属する場

合における当該納税義務者に対して課する所

得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）は、当該所得

割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎

課税額の所得割額 当該出産被保険者につ

き第３条の規定により算定した所得割額の

１２分の１の額に、当該出産被保険者の出産

の予定日（施行規則第２４条の３０の５に定

める場合には、出産の日。以下同じ。）の属

する月（以下「出産予定月」という。）の前

月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産

予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後

期間」という。）のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 当該出産被保

険者につき第５条の規定により算定した被

保険者均等割額（第１項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額

後の被保険者均等割額）の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出

産被保険者につき第６条の規定により算定

した所得割額の１２分の１の額に、当該出産

被保険者の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額 

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

 当該出産被保険者につき第７条の２の規定

 



１７０ 

改 正 案 現   行 

により算定した被保険者均等割額（第１項に

規定する金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者均等割額）

の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護

納付金課税額の所得割額 当該出産被保険

者につき第８条の規定により算定した所得

割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者

の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護

納付金課税額の被保険者均等割額 当該出

産被保険者につき第９条の２の規定により

算定した被保険者均等割額（第１項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の被保険者均等割額）の１２

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 

  

（国民健康保険税の減免） （国民健康保険税の減免） 

第２４条の２ 略 第２４条の２ 略 

２ 略 ２ 略 

 (1) 納税義務者の住所、氏名及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第２条第５項に規定する個人番

号をいう。以下同じ。） 

 (1) 納税義務者の住所、氏名及び行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第５項に規定する個人番号 

 (2)・(3) 略  (2)・(3) 略 

３ 略 ３ 略 

（特例対象被保険者等に係る申告） （特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条の３ 略 第２４条の３ 略 

２ 略 ２ 略 

（出産被保険者に係る届出）  

第２４条の４ 国民健康保険税の納税義務者は、  



１７１ 

改 正 案 現   行 

出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲

げる事項を記載した届書を町長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個

人番号 

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び

個人番号 

(3) 出産の予定日 

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

(5) その他町長が必要と認める事項 

２ 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者

は、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 出産の予定日を明らかにすることができ

る書類 

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにす

ることができる書類 

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合

には、出産した被保険者と当該出産に係る子

との身分関係を明らかにすることができる

書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の

出産の予定日の６月前から行うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、町長が、当該出

産被保険者について同項各号に掲げる事項及

び第２項各号に掲げる書類において明らかに

すべき事項を確認することができる場合は、第

１項の規定による届出を省略させることがで

きる。 

 

  



１７２ 

１０ 議案第６０号関係 

 おいらせ町印鑑条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （多機能端末機による印鑑登録証明書の交付）  （多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） 

第１３条の２ 前条の規定にかかわらず、登録

者は、個人番号カード（電子署名等に係る地

方公共団体情報システム機構の認証業務に関

する法律（平成１４年法律第１５３号）第２

２条第１項に規定する個人番号カード用利用

者証明用電子証明書が記録されているものに

限る。）又は移動端末設備（電気通信事業法

（昭和５９年法律第８６号）第１２条の２第

４項第２号ロに規定する移動端末設備であっ

て電子署名等に係る地方公共団体情報システ

ム機構の認証業務に関する法律第３５条の２

第１項に規定する移動端末設備用利用者証明

用電子証明書が記録されているものに限る。）

を利用して、自ら多機能端末機（本町の電子

計算機と電気通信回線により接続された民間

事業者が設置する端末機であって、証明書を

発行する機能を有するものをいう。）に必要

な事項を入力することにより、印鑑登録証明

書の交付を申請し、その交付を受けることが

できる。 

 

第１３条の２ 前条の規定にかかわらず、登録

者は、個人番号カード（電子署名等に係る地

方公共団体情報システム機構の認証業務に関

する法律（平成１４年法律第１５３号）第２

２条第１項に規定する利用者証明用電子証明

書が記録されているものに限る。）を利用し

て、自ら多機能端末機（本町の電子計算機と

電気通信回線により接続された民間事業者が

設置する端末機であって、証明書を発行する

機能を有するものをいう。）に必要な事項を

入力することにより、印鑑登録証明書の交付

を申請し、その交付を受けることができる。 

 

  



１７３ 

１１ 議案第６１号関係 

 おいらせ町子ども医療費助成条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、「子ども」とは、出

生の日から小学校就学の始期に達するまでの

者（以下「乳幼児」という。ただし、学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第１８条の規

定により就学義務の猶予又は免除を受けてい

る者は除く。）及び小学校就学始期から１８歳

に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者（以下「児童」という。）をいう。 

第２条 この条例において、「子ども」とは、出

生の日から小学校就学の始期に達するまでの

者（以下「乳幼児」という。ただし、学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第１８条の規

定により就学義務の猶予又は免除を受けてい

る者は除く。）及び小学校就学始期から１５歳

に達する日後の最初の３月３1日までの間に

ある者（以下「児童」という。）をいう。 

２ この条例において「保護者」とは児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第６条に規

定する保護者で、現に子どもの生計を維持し

ているものをいう。ただし、子どもに保護者

がない場合は、当該子ども本人をいう。 

２ この条例において「保護者」とは児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第６条に規

定する保護者で、現に子どもの生計を維持し

ているものをいう。 

３・４ 略 ３・４ 略 

  

（助成対象額） （助成対象額） 

第６条 子ども医療費助成対象額は、次の各号

に定める額とする。 

第６条 子ども医療費助成対象額は、次の各号

に定める額とする。 

(1) 第３条第１号、第３号及び第４号に規定

する者の子ども医療費の額は、診療報酬の

算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５

９号）により算定した額から、医療保険各

法の規定により保険者が当該医療に関し負

担すべき額及びその他医療に関する法令等

の規定により国又は地方公共団体が負担し

た額（高額療養費及び高額介護合算療養費

（以下「高額療養費等」という。）が世帯合

算により算定された場合は、当該世帯の高

額療養費等の支給の基礎となる額に対する

助成対象者の一部負担金の率を高額療養費

等に乗じて得た額及び当該保険者が支給す

べき療養費附加給付金がある場合は、その

額を含む。）を控除した額とする。 

(1) 第３条第１号、第３号及び第４号に規定

する者の子ども医療費の額は、診療報酬の

算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５

９号）により算定した額から、医療保険各

法の規定により保険者が当該医療に関し負

担すべき額及びその他医療に関する法令等

の規定により国又は地方公共団体が負担し

た額（高額療養費及び高額介護合算療養費

（以下「高額療養費等」という。）が世帯合

算により算定された場合は、当該世帯の高

額療養費等の支給の基礎となる額に対する

助成対象者の一部負担金の率を高額療養費

等に乗じて得た額及び当該保険者が支給す

べき療養費附加給付金がある場合は、その

額を含む。）を控除した額とする。 

 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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１７４ 

改 正 案 現   行 

(2) 第３条第２号に規定する者の子ども医療

費の額は、乳幼児医療費給付条例第６条た

だし書きにより給付対象額から控除された

額とする。 

(2) 第３条第２号に規定する者の子ども医療

費の額は、乳幼児医療費給付条例第６条た

だし書きにより給付対象額から控除された

額とする。 

（子ども医療費の助成方法等） （子ども医療費の助成方法等） 

第７条 子ども医療費は、子どもが医療の給付

を受けた医療機関等の請求に基づき、青森県

国民健康保険団体連合会又は青森県社会保険

診療報酬支払基金を通じて医療機関等に支払

うものとする。 

第７条 子ども医療費は、子どもが医療の給付

を受けた医療機関等の請求に基づき、青森県

国民健康保険団体連合会又は青森県社会保険

診療報酬支払基金を通じて医療機関等に支払

うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、受給資格者が医

療保険各法の規定に基づく一部負担金を医療

機関等に支払った場合は、当該受給資格者に

対し支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、受給資格者が医

療保険各法の規定に基づく一部負担金を医療

機関等に支払った場合及び前条第３号に規定

する子ども医療費は、当該受給資格者に対し

支払うものとする。 

３ 第１項の規定による支払があったときは、

当該受給資格者に対し、子ども医療費の支払

があったものとみなす。 

３ 第１項の規定による支払があったときは、

当該受給資格者に対し、子ども医療費の支払

があったものとみなす。 

 

  

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


１７５ 

１２ 議案第６２号関係 

 おいらせ町道路占用料徴収条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

占用物件 単位 占用料（円） 

法第32

条第1

項第1

号に掲

げる工

作物 

第1種電柱 1本につ

き1年 

480 

第2種電柱 730 

第3種電柱 990 

第1種電話柱 430 

第2種電話柱 680 

第3種電話柱 940 

その他の柱類 43 

共架電線その他上

空に設ける線類 

長さ1メ

ートル

につき1

年 

4 

地下に設ける電線

その他の線類 

3 

路上に設ける変圧

器 

1個につ

き1年 

420 

地下に設ける変圧

器 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

260 

変圧塔その他これ

に類するもの及び

公衆電話所 

1個につ

き1年 

850 

郵便差出箱及び信

書便差出箱 

360 

広告塔 表示面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

870 

その他のもの 占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

850 

法第32外径が0.07メート 長さ1メ 18 

占用物件 単位 占用料（円） 

法第32

条第1

項第1

号に掲

げる工

作物 

第1種電柱 1本につ

き1年 

420 

第2種電柱 650 

第3種電柱 880 

第1種電話柱 380 

第2種電話柱 610 

第3種電話柱 830 

その他の柱類 38 

共架電線その他上

空に設ける線類 

長さ1メ

ートル

につき1

年 

4 

地下に設ける電線

その他の線類 

2 

路上に設ける変圧

器 

1個につ

き1年 

370 

地下に設ける変圧

器 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

230 

変圧塔その他これ

に類するもの及び

公衆電話所 

1個につ

き1年 

760 

郵便差出箱及び信

書便差出箱 

320 

広告塔 表示面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

960 

その他のもの 占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

760 

法第32外径が0.07メート 長さ1メ 16 



１７６ 

改 正 案 現   行 

条第1

項第2

号に掲

げる物

件 

ル未満のもの ートル

につき1

年 

外径が0.07メート

ル以上0.1メート

ル未満のもの 

26 

外径が0.1メート

ル以上0.15メート

ル未満のもの 

38 

外径が0.15メート

ル以上0.2メート

ル未満のもの 

51 

外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの 

77 

外径が0.3メート

ル以上0.4メート

ル未満のもの 

100 

外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの 

180 

外径が0.7メート

ル以上1.0メート

ル未満のもの 

260 

外径が1.0メート

ル以上のもの 

510 

法第32

条第1

項第3

号に掲

げる施

設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第2

条第2

項第5

号に規

定する

自動運

行装置

による

検知の

対象と

して設

置する

導線そ

の他の

線類 

地下に

設ける

もの 

長さ1メ

ートル

につき1

年 

3 

その他

のもの 

9 

条第1

項第2

号に掲

げる物

件 

ル未満のもの ートル

につき1

年 

外径が0.07メート

ル以上0.1メート

ル未満のもの 

23 

外径が0.1メート

ル以上0.15メート

ル未満のもの 

34 

外径が0.15メート

ル以上0.2メート

ル未満のもの 

45 

外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの 

68 

外径が0.3メート

ル以上0.4メート

ル未満のもの 

91 

外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの 

160 

外径が0.7メート

ル以上1.0メート

ル未満のもの 

230 

外径が1.0メート

ル以上のもの 

450 

法第32

条第1

項第3

号に掲

げる施

設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第2

条第2

項第5

号に規

定する

自動運

行装置

による

検知の

対象と

して設

置する

導線そ

の他の

線類 

地下に

設ける

もの 

長さ1メ

ートル

につき1

年 

2 

その他

のもの 

8 



１７７ 

改 正 案 現   行 

道路の構造又

は交通の状況

を表示する標

示柱その他の

柱類 

1本につ

き1年 

680 

その他

のもの 

上空に

設ける

もの 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

430 

地下に

設ける

もの 

260 

その他のもの 850 

法第32条第1項第4号に掲

げる施設 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

850 

法第32

条第1

項第5

号に掲

げる施

設 

地下街及

び地下室 

階数が

1のも

の 

Aに0.004を乗

じて得た額 

階数が

2のも

の 

Aに0.006を乗

じて得た額 

階数が

3以上

のもの 

Aに0.007を乗

じて得た額 

上空に設ける通路 430 

地下に設ける通路 260 

その他のもの 850 

法第32

条第1

項第6

号に掲

げる施

設 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1日 

9 

その他のもの 占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1箇月 

87 

令第7

条第1

看板（ア

ーチであ

一時的

に設け

表示面

積1平方

87 

道路の構造又

は交通の状況

を表示する標

示柱その他の

柱類 

1本につ

き1年 

610 

その他

のもの 

上空に

設ける

もの 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

380 

地下に

設ける

もの 

230 

その他のもの 760 

法第32条第1項第4号に掲

げる施設 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

760 

法第32

条第1

項第5

号に掲

げる施

設 

地下街及

び地下室 

階数が

1のも

の 

Aに0.005を乗

じて得た額 

階数が

2のも

の 

Aに0.008を乗

じて得た額 

階数が

3以上

のもの 

Aに0.01を乗じ

て得た額 

上空に設ける通路 480 

地下に設ける通路 290 

その他のもの 760 

法第32

条第1

項第6

号に掲

げる施

設 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1日 

10 

その他のもの 占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1箇月 

96 

令第7

条第1

看板（ア

ーチであ

一時的

に設け

表示面

積1平方

96 



１７８ 

改 正 案 現   行 

号に掲

げる物

件 

るものを

除く。） 

るもの メート

ルにつ

き1箇月 

その他

のもの 

表示面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

870 

標識 1本につ

き1年 

680 

旗ざお 祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

1本につ

き1日 

9 

その他

のもの 

1本につ

き1箇月 

87 

幕（令第7

条第4号に

掲げる工

事用施設

であるも

のを除

く。） 

祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

その面

積1平方

メート

ルにつ

き1日 

9 

その他

のもの 

その面

積1平方

メート

ルにつ

き1箇月 

87 

アーチ 車道を

横断す

るもの 

1基につ

き1箇月 

870 

その他

のもの 

430 

令第7条第2号に掲げる工 占用面 850 

号に掲

げる物

件 

るものを

除く。） 

るもの メート

ルにつ

き1箇月 

その他

のもの 

表示面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

960 

標識 1本につ

き1年 

610 

旗ざお 祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

1本につ

き1日 

10 

その他

のもの 

1本につ

き1箇月 

96 

幕（令第7

条第4号に

掲げる工

事用施設

であるも

のを除

く。） 

祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

その面

積1平方

メート

ルにつ

き1日 

10 

その他

のもの 

その面

積1平方

メート

ルにつ

き1箇月 

96 

アーチ 車道を

横断す

るもの 

1基につ

き1箇月 

960 

その他

のもの 

480 

令第7条第2号に掲げる工 占用面 760 



１７９ 

改 正 案 現   行 

作物 積1平方

メート

ルにつ

き1年 

令第7条第3号に掲げる施

設 

Aに0.031を乗

じて得た額 

令第7条第4号に掲げる工

事用施設及び同条第5号

に掲げる工事用材料 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1箇月 

87 

令第7条第6号に掲げる仮

設建築物及び同条第7号

に掲げる施設 

85 

令第7

条第8

号に掲

げる施

設 

トンネルの上又は

高架の道路の路面

下に設けるもの 

専用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

Aに0.014を乗

じて得た額 

上空に設けるもの Aに0.017を乗

じて得た額 

地下（ト

ンネルの

上の地下

を除

く。）に

設けるも

の 

階数が

1のも

の 

Aに0.004を乗

じて得た額 

階数が

2のも

の 

Aに0.006を乗

じて得た額 

階数が

3以上

のもの 

Aに0.007を乗

じて得た額 

その他のもの Aに0.025を乗

じて得た額 

令第7

条第9

号に掲

げる施

設 

 

 

 

 

建築物 占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

Aに0.019を乗

じて得た額 

その他のもの Aに0.014を乗

じて得た額 

令第7

条第10

号に掲

げる施

建築物 占用面

積1平方

メート

ルにつ

Aに0.022を乗

じて得た額 

その他のもの Aに0.014を乗

じて得た額 

作物 積1平方

メート

ルにつ

き1年 

令第7条第3号に掲げる施

設 

Aに0.033を乗

じて得た額 

令第7条第4号に掲げる工

事用施設及び同条第5号

に掲げる工事用材料 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1箇月 

96 

令第7条第6号に掲げる仮

設建築物及び同条第7号

に掲げる施設 

76 

令第7

条第8

号に掲

げる施

設 

トンネルの上又は

高架の道路の路面

に設けるもの 

専用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

Aに0.019を乗

じて得た額 

上空に設けるもの Aに0.023を乗

じて得た額 

地下（ト

ンネルの

上の地下

を除

く。）に

設けるも

の 

階数が

1のも

の 

Aに0.005を乗

じて得た額 

階数が

2のも

の 

Aに0.008を乗

じて得た額 

階数が

3以上

のもの 

Aに0.01を乗じ

て得た額 

その他のもの Aに0.033を乗

じて得た額 

令第7

条第9

号に掲

げる施

設 

 

 

 

 

建築物 占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

Aに0.019を乗

じて得た額 

その他のもの Aに0.013を乗

じて得た額 

令第7

条第10

号に掲

げる施

建築物 占用面

積1平方

メート

ルにつ

Aに0.023を乗

じて得た額 

その他のもの Aに0.013を乗

じて得た額 



１８０ 

改 正 案 現   行 

設及び

自動車

駐車場 

き1年 

令第7

条第11

号に掲

げる応

急仮設

建築物 

トンネルの上又は

高架の道路の路面

下に設けるもの 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

Aに0.019を乗

じて得た額 

上空に設けるもの Aに0.022を乗

じて得た額 

その他のもの Aに0.031を乗

じて得た額 

令第7条第12号に掲げる

器具 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

Aに0.025を乗

じて得た額 

令第7

条第13

号に掲

げる施

設 

 

 

 

 

 

トンネルの上又は

高速自動車国道若

しくは自動車専用

道路（高架のもの

に限る。）の路面

下に設けるもの 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

 

 

 

 

 

 

 

Aに0.019を乗

じて得た額 

上空に設けるもの Aに0.022を乗

じて得た額 

その他のもの 

 

Aに0.031を乗

じて得た額 

令第7条第14号に掲げる

施設 

 

Aに0.031を乗

じて得た額 

備考 

1 令とは、道路法施行令（昭和27年政令第47

9号）をいう。 

2 第1種電柱とは、電柱（当該電柱に設置さ

れる変圧器を含む。以下同じ。）のうち3条

以下の電線（当該電柱を設置する者が設置

するものに限る。以下この項において同

じ。）を支持するものを、第2種電柱とは、

電柱のうち4条又は5条の電線を支持するも

のを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上

の電線を支持するものをいうものとする。 

設及び

自動車

駐車場 

き1年 

令第7

条第11

号に掲

げる応

急仮設

建築物 

トンネルの上又は

高架の道路の路面

下に設けるもの 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

Aに0.019を乗

じて得た額 

上空に設けるもの Aに0.023を乗

じて得た額 

その他のもの Aに0.033を乗

じて得た額 

令第7条第12号に掲げる

器具 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

Aに0.033を乗

じて得た額 

令第7

条第13

号に掲

げる施

設 

トンネルの上又は

高速自動車国道若

しくは自動車専用

道路（高架のもの

に限る。）の路面

下に設けるもの 

占用面

積1平方

メート

ルにつ

き1年 

Aに0.019を乗

じて得た額 

上空に設けるもの Aに0.023を乗

じて得た額 

その他のもの Aに0.033を乗

じて得た額 

 

 

 

備考 

1 令とは、道路法施行令（昭和27年政令第47

9号）をいう。 

2 第1種電柱とは、電柱（当該電柱に設置さ

れる変圧器を含む。以下同じ。）のうち3条

以下の電線（当該電柱を設置する者が設置

するものに限る。以下この項において同

じ。）を支持するものを、第2種電柱とは、

電柱のうち4条又は5条の電線を支持するも

のを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上

の電線を支持するものをいうものとする。 



１８１ 

改 正 案 現   行 

3 第1種電話柱とは、電話柱（電話その他の

通信又は放送の用に供する電線を支持する

柱をいい、電柱であるものを除く。以下同

じ。）のうち3条以下の電線（当該電話柱を

設置する者が設置するものに限る。以下こ

の項において同じ。）を支持するものを、

第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条

の電線を支持するものを、第3種電話柱と

は、電話柱のうち6条以上の電線を支持する

ものをいうものとする。 

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する
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された価格を表すものとする。 
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若しくは0.01メートル未満の端数があると
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